
審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１２）

根 拠 条 項 ：第５９条第２項

処 分 の 概 要 ：牽引の許可

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第５９条第３項（自動車の牽引制限）

道路交通法施行規則第８条の５（牽引の許可証の様式等）

審 査 基 準 ：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：１０日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先 ：交通部交通規制課指導・支援係

問 い 合 わ せ 先 ：交通部交通規制課指導・支援係（０４３－２０１－０１１０）

備 考



別紙

許可の申請を受理した県公安委員会は、当該申請に係る許可対象行為が道路を指定し又

は時間を限ったことにより、以下の条件を満たすこととなると認めるときは許可をするこ

とができる。

１ 車両の構造に関する基準

当該牽引を許可する場合において、当該車両が（１ （２）両方の条件を満たさな）、

ければならない

（１）当該許可申請に基づく牽引行為をして運転する場合において、道路交通に関する法

令に違反しないこと

（２ （１）のほか、制動能力や操作性の低下等に起因する運転上の危険が生ずるおそれ）

がないこと

３ 道路及び交通の状況に関する基準

出発地から目的地までの道路に、幅員が狭く右左折が困難な場所がある場合や、交通

の頻繁な場所がある場合等において、当該車両が通行することによって通行道路及び周

辺道路の交通流を阻害し、又は他の道路利用者に対して危害を及ぼすなど、道路交通の

安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないこと。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－１４）

根 拠 条 項：第７５条の１２第１項

処 分 の 概 要：特定自動運行の許可

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法第７５条の１２第２項及び第３項（特定自動運行の許

可 、第７５条の１３（特定自動運行の許可基準等 、第７５条の） ）

１４（欠格事由）

道路交通法施行規則第９条の２０第２項、第３項及び第４項（特

定自動運行の許可の申請書の様式等 、第９条の２１（特定自動運）

行の許可の申請書の添付書類等 、第９条の２２（意見聴取））

別紙のとおり審 査 基 準：

標 準 処 理 期 間：別紙のとおり

申 請 先：交通部交通総務課企画調査係

問 合 せ 先：交通部交通総務課企画調査係（０４３－２０１－０１１０）

備 考：



別紙
審 査 基 準：

（ 「 」 。）特定自動運行の許可の申請を受理した千葉県公安委員会 以下 公安委員会 という
は、当該申請に係る特定自動運行計画が１から５に掲げる許可基準を満たし、当該特定自

（ 。 「 」 。）動運行を行おうとする者が道路交通法 昭和３５年法律第１０５号 以下 法 という
第７５条の１４各号に掲げる欠格事由に該当しない場合は、許可をしなければならない。

１ 「特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること」
特定自動運行用自動車が自動運行装置（当該自動運行装置を備えている自動車が法第

６２条に規定する整備不良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使
用が当該自動運行装置に係る使用条件（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

。 。） 、第４１条第２項に規定する条件をいう 以下同じ を満たさないこととなったときに
直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものであり、このこ
とについて道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）に適合しているも
のに限る ）を備えていることをいう。。

２ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自
動運行装置に係る使用条件を満たすものであること」
特定自動運行計画が、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を常

に満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであることをいう。

３ 「第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から
第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びに
この法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が
実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること」
特定自動運行計画に従って整備される装置、人員、当該人員に対する教育訓練の要領

等によれば、特定自動運行業務従事者に対する教育や特定自動運行が終了した場合の措
置等、法の規定等により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなけ
ればならない措置を円滑かつ確実に実施することができると考えられることをいう。

４ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行（道路において当該特定自動運行
が終了した場合を含む ）が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められる。
ものであること」
特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行った場合や、同計画に従って特定自動運

行が終了した場合の措置を講じた場合に、他の交通に著しい支障（社会通念上許容し得
る程度のものにとどまる多少の支障は含まない ）を及ぼすおそれがないと考えられる。
ことをいう。

５ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするも
のであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもので
あること」
特定自動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地

域における移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提
供等の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められることをいう。

標 準 処 理 期 間：
４５日
ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた

期間とする。
(１) 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「府令」という ）第９。
条の２１第２項の規定に基づき、特定自動運行の許可の申請者に対し、審査に必要な
資料を提出すること及び特定自動運行計画に公安委員会が必要と認める事項を定める
ことを求める必要があるもの
当該資料の追加提出及び特定自動運行計画への追記に要する時間

(２) 府令第９条の２２の規定に基づく都道府県知事、道路管理者、学識経験者その他の
公安委員会が必要と認める者への意見聴取が必要なもの
当該意見聴取に要する時間

(３) 特定自動運行の経路が二以上の公安委員会の管轄にわたるもの
他の公安委員会との協議に要する時間



審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－１５）

根 拠 条 項：第７５条の１６第１項

処 分 の 概 要：特定自動運行計画の変更の許可

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法第７５条の１６第２項において準用する第７５条の
１３（特定自動運行の許可基準等）

（ ）、道路交通法施行規則第９条の２３第１項 変更の許可の申請等
第９条の２３条第２項において準用する第９条の２１第２項（特定
自動運行の許可の申請書の添付書類等 、第９条の２３条第２項に）
おいて準用する第９条の２２（意見聴取）

審 査 基 準：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間：別紙のとおり

申 請 先：交通部交通総務課企画調査係

問 合 せ 先：交通部交通総務課企画調査係（０４３－２０１－０１１０）

備 考：



別紙
審 査 基 準：

（ 「 」特定自動運行計画の変更の許可の申請を受理した千葉県公安委員会 以下 公安委員会
という ）は、当該申請に係る変更後の特定自動運行計画が１から５に掲げる許可基準を。
満たす場合は、許可をしなければならない。

１ 「特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること」
特定自動運行用自動車が自動運行装置（当該自動運行装置を備えている自動車が道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という ）第６２条に規定する整備不。
良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に
係る使用条件（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４１条第２項に規定す
る条件をいう。以下同じ ）を満たさないこととなったときに、直ちに自動的に安全な。
方法で当該自動車を停止させることができるものであり、このことについて道路運送車
両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）に適合しているものに限る ）を備えて。
いることをいう。

２ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自
動運行装置に係る使用条件を満たすものであること」
特定自動運行計画が、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を常

に満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであることをいう。

３ 「第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から
第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びに
この法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が
実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること」
特定自動運行計画に従って整備される装置、人員、当該人員に対する教育訓練の要領

等によれば、特定自動運行業務従事者に対する教育や特定自動運行が終了した場合の措
置等、法の規定等により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなけ
ればならない措置を円滑かつ確実に実施することができると考えられることをいう。

４ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行（道路において当該特定自動運行
が終了した場合を含む ）が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められる。
ものであること」
特定自動運行計画に従って特定自動運行を行った場合や、同計画に従って特定自動運

行が終了した場合の措置を講じた場合に、他の交通に著しい支障（社会通念上許容し得
る程度のものにとどまる多少の支障は含まない ）を及ぼすおそれがないと考えられる。
ことをいう。

５ 「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするも
のであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるもので
あること」
特定自動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地

域における移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提
供等の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められることをいう。

標 準 処 理 期 間：
４５日
ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた

期間とする。
(１) 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「府令」という ）第９。
条の２３第２項において準用する府令第９条の２１第２項の規定に基づき、特定自動
運行計画の変更の許可の申請者に対し、審査に必要な資料を提出すること及び特定自
動運行計画に公安委員会が必要と認める事項を定めることを求める必要があるもの
当該資料の追加提出及び特定自動運行計画への追記に要する時間

(２) 府令第９条の２３第２項において準用する府令第９条の２２の規定に基づく都道府
県知事、道路管理者、学識経験者その他の公安委員会が必要と認める者への意見聴取
が必要なもの
当該意見聴取に要する時間

(３) 特定自動運行の経路が二以上の公安委員会の管轄にわたるもの
他の公安委員会との協議に要する時間



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１６）

根 拠 条 項 ：第７７条第１項

処 分 の 概 要 ：道路の使用の許可

原権者（委任先） ：警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処

理する警視以上の警察官を含む ）。

法 令 の 定 め ：道路交通法第７７条第２項及び第３項（道路の使用の許可 、第）

７８条（許可の手続）

道路交通法施行規則第１０条（道路使用許可の様式等）

審 査 基 準 ：別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：別紙のとおり

申 請 先 ：当該行為にかかる場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：警察署 交通課

備 考 ：



別紙

審査基準

道路使用の許可の申請を受理した警察署長は、当該申請に係る許可対象行為が１から３

までのいずれかに該当するときは、許可をしなければならない。

１ 「現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき」

許可の申請の内容となっている行為をそのまま行ったとしても、その時点においては

現実に交通の妨害（社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の妨害は含まな

い ）となるおそれがないと考えられる場合をいう。。

２ 「許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくな

ると認められるとき」

許可に条件を付し、申請者が当該条件を遵守すれば、社会通念上容認できない程度の

妨害を生ずるおそれがないと認められる場合をいう。

３ 「現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないもの

である認められるとき」

許可の申請の内容となっている行為に社会公共の利益がある場合又は類似の行為が許

可対象行為として多く行われている実態があり、かつ、そのことが伝統的・社会的に是

認されている場合に、このような行為を行う必要性と当該行為により生じる交通の妨害

の程度とを比較衡量し、公益性又は社会慣習上の必要性があってなされる要許可行為に

よって得られる利益が、当該行為により生じる交通の妨害による支障等の損失を上回る

ため、交通に支障が生ずることもやむを得ないと認められる場合をいう。

標準処理期間

７日（行政庁の休日は含まない ）。

ただし、次のいずれかに掲げる場合は、当該期間に次のそれぞれに定める期間を加えた

期間とする。

１ 法第７９条に基づき、道路の管理者との協議が必要なもの

当該協議に要する期間

２ 二以上の警察署の管轄にわたるもの

３ 法第４条第１項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止等の交通規制を必要とする

もの

当該交通規制の手続に要する期間



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１７）

根 拠 条 項 ：第７８条第５項

処 分 の 概 要 ：道路使用許可証の再交付

原権者（委任先） ：警察署長（高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処

理する警視以上の警察官を含む ）。

法 令 の 定 め ：道路交通法施行規則第１２条（道路使用許可証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：

標 準 処 理 期 間 ：３日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先 ：当該行為に係る場所を管轄する警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：警察署 交通課

備 考 ：



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１８）

根 拠 条 項 ：第８４条第１項

処 分 の 概 要 ：運転免許（試験により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千葉

県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法第８８条（免許の欠格事由 、第９０条第１項、第２）

項及び第１３項（免許の拒否等 、第９０条の２第１項（大型免許）

等を受けようとする者の義務 、第９６条（受験資格 、第９６条の） ）

２（受験資格 、第９６条の３（受験資格））

道路交通法施行令第３２条の７（１９歳から大型免許等を受ける

ことができる者 、第３２条の８（１９歳から中型免許等を受ける）

ことができる者 、第３３条（免許の拒否又は保留の基準 、第３３） ）

条の２（免許の拒否又は保留の基準 、第３３条の２の２（免許の）

拒否又は保留の基準 、第３３条の５の２（仮運転免許の拒否の基）

準 、第３３条の５の３（大型免許等を受けようとする者に対する）

講習を受ける必要がない者 、第３４条（受験資格の特例 、第３４） ）

条の２（受験資格の特例）

審 査 基 準 ：病気等の事由により運転免許の拒否又は保留を行う場合の基準は

別紙１のとおり。

点数制度等により運転免許の拒否を行う場合は法令の定めを基準

としつつ、別紙２に従い処分の軽減を行う。保留を行う場合の基準

は別紙２のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：運転免許センター受理は １日

申 請 先 ：運転免許センター

問 い 合 わ せ 先 ：千葉運転免許センター

０４３－２７４－２０００

○ 運転免許証の交付に関すること

交通部運転免許本部運転免許課

○ 病気や受験資格等に関すること

交通部運転免許本部運転教育課

○ 行政処分に関すること

交通部運転免許本部執行課

備 考 ：
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別紙１

（凡例）

「法」 ：道路交通法（昭和35年法律第105号）

「令」 ：道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）

１ 統合失調症（令第33条の２の３第１項関係）

(1) 医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれか

に係る能力（以下「安全な運転に必要な能力」という。）を欠くこととなるおそ

れのある症状を呈していない」旨の診断を行った場合（当該診断を行った理由が、

自動車等の安全な運転に必要な能力を欠く状態となるおそれはあるが、そのよう

な状態になった際は、自動車等の運転ができない状態であると判断されることに

よるものである場合を除く。）、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止（以

下「拒否等」という。）は行わない。

(2) 医師が「６月以内に、上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨

の診断を行った場合には、６月の免許の保留又は効力の停止（以下「保留又は停

止」という。）とする。（医師の診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止

期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す

る。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行

わない。

② 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、そ

れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内に

上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合

にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６月よ

り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保

留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には免許の拒否又は取消し（以下「拒否又は取消し」とい

う。）とする。

(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(4) 上記(1)の場合であって、かつ今後ｘ年間（又はｘ月間）程度であれば、運転

に支障のある症状が再発するおそれはないと認められるなどの診断を医師が行っ

たときは、一定期間（ｘ年又はｘ月）後に臨時適性検査を行うこととする。

また、上記(1)の場合であって、統合失調症にかかっているとの診断がなされ

ており、かつ運転に支障のある症状に関する今後の再発のおそれに係る医師の診

断がなかったときは、６月後に臨時適性検査を行うこととする。

２ てんかん（令第33条の２の３第２項第１号関係）

(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

ア 発作が過去５年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるお
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それがない」旨の診断を行った場合

イ 発作が過去２年以内に起こったことがなく、医師が「今後、ｘ年程度であれ

ば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

ウ 医師が、１年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単

純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場

合

エ 医師が、２年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状

の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

(2) 医師が、「６月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の

診断を行った場合には、６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、

６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保

留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行

わない。

② 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、そ

れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内に

上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合

にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６月よ

り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保

留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検査を

行うこととする。

(5) 日本てんかん学会は、てんかんに係る発作が、投薬なしで過去５年間なく、今

後も再発のおそれがない場合を除き、準中型免許（準中型免許（５ｔ限定）を除

く。）、中型免許（中型免許（８ｔ限定）を除く。）、大型免許及び第二種免許の

適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又

は更新の申請を行った場合には、上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合で

あっても、当該見解を説明の上、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるととも

に、申請取消しの制度の活用を慫 慂することとする。
しょうよう

３ 再発性の失神（令第33条の２の３第２項第２号関係）

(1) 反射性（神経調節性）失神

過去５年以内に反射性失神で意識を失ったことがある者に対しては、以下の

とおりとする。

ア 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診

断を行った場合には拒否等を行わない。

イ 医師が「６月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の
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診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、

６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を

保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は

行わない。

② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以

内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である

場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、

６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該

期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(2) 不整脈を原因とする失神

ア 植込み型除細動器を植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。

(ｱ) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合

には以下のとおりとする。

ａ 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

(a) 医師が「植え込み後６月を経過しており、過去３月以内に除細動器の

適切作動もなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控える

べきとはいえない」旨の診断を行った場合

(b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは不整脈以外が原因であり、こ

の原因については治療、除細動器の調整等により回復したため、不整脈

発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を

行った場合

(c) 医師が「植え込み後６月を経過していないが、植え込み前に不整脈に

より意識を失ったことがなく、過去３月以内に除細動器の適切作動もな

く、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえ

ない」旨の診断を行った場合

ｂ 医師が「６月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」

旨の診断を行った場合には６月の保留・停止とする。（医師の診断を踏ま

えて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、

当該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ａの内容である場合には拒否等

は行わない。

② 「結果的にいまだ上記ａに該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６

月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内
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容である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断

を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ

る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ｃ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ｄ 上記ａの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められるも

のとする。

(ｲ) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場

合には以下のとおりとする。

ａ 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

(a) 医師が「植え込み後６月を経過しており、過去３月以内に除細動器の

適切作動がなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控える

べきとはいえない」旨の診断を行った場合

(b) 医師が「除細動器の不適切作動（誤作動）を認めたが、この原因につ

いては治療により回復したため、不整脈発作のおそれの観点から運転を

控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(c) 医師が「植え込み後６月を経過していないが、植え込み後７日を経過

しており、植え込み前に不整脈により意識を失ったことがなく、かつ、

不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の

診断を行った場合

ｂ 医師が「６月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」

旨の診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、

当該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ａの内容である場合には拒否等

は行わない。

② 「結果的にいまだ上記ａに該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６

月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内

容である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断

を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ

る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ｃ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｳ) 電池消耗、故障、不適切作動（誤作動）等により植込み型除細動器を交換

した場合（(ｱ)又は(ｲ)の規定による拒否等の事由に該当する者及び故障、不

適切作動（誤作動）等を原因として植込み型除細動器が作動した後に交換し

た者を除く。）には以下のとおりとする。

ａ 医師が「電池消耗、故障、不適切作動（誤作動）等により植込み型除細
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動器の本体、リード線の双方又はいずれかの交換を行い、当該交換後７日

を経過しており、過去７日以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作

のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った

場合には拒否等を行わない。

ｂ 医師が「７日以内に上記ａに該当すると判断できることが見込まれる」

旨の診断を行った場合には７日の保留又は停止とする。

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ａの内容である場合には拒否等は行

わない。

② 「結果的にいまだ上記ａに該当すると診断することはできないが、そ

れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内

に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場

合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６

月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期

間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には(ｱ)又は(ｲ)の規定によるものとする。

ｃ その他の場合には(ｱ)又は(ｲ)の規定によるものとする。

(ｴ) 植込み型除細動器を植え込んでいる者が免許を取得した場合（上記(ｱ)ａ、

(ｲ)ａ及び(ｳ)ａに該当する場合）には、６月後に臨時適性検査を行う。

(ｵ) 日本不整脈心電学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者については

中型免許（中型免許（８ｔ限定）を除く。）、大型免許及び第二種免許の適

性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請

又は更新の申請を行った場合には、上記(ｱ)ｂ及びｃ、(ｲ)ｂ及びｃ並びに(ｳ)

ｂ及びｃの処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、免

許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消しの制度の活用を

慫 慂することとする。
しょうよう

また、同学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者について準中型免

許の適性がないとはいえないが、いかなる免許区分であっても職業運転は認

められないとの見解を有しているので、この点についても併せて注意喚起を

行うこととする。

イ ペースメーカーを植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。

(ｱ) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合に

は以下のとおりとする。

ａ 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

(a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原

因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転

を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのはペースメーカーの故障が原因

あるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を

控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
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(c) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因

についてはいまだ回復しているとはいえないが、発作のおそれの観点か

ら、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(d) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因

についてはいまだ回復しているとはいえないが、今後、ｘ年程度であれ

ば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診

断を行った場合

ｂ 医師が「６月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」

旨の診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、

当該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ａの内容である場合には拒否等

は行わない。

② 「結果的にいまだ上記ａに該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６

月以内に上記ａに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内

容である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断

を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ

る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ｃ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ｄ 上記ａ(d)に該当する場合については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性

検査を行うこととする。

(ｲ) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない者で

ある場合には以下のとおりとする。

ａ 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」

（以下３(2)イにおいて「免許取得可能」という。）とまではいえない」旨

の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。

ｂ 以下のいずれかの場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を

踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合に

は、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

(a) 医師が「６月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨

の診断を行った場合

(b) 医師が「６月以内に、今後、ｘ年程度であれば、免許取得可能と診断

できることが見込まれる」旨の診断を行った場合

上記(a)及び(b)の場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診

断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ａの内容である場合には拒否又

は取消しとする。
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② 以下のいずれかの場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医

師の診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると

認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

ⅰ 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに

６月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内

容である場合

ⅱ 「結果的にいまだ、今後ｘ年程度であれば免許取得可能と診断

することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情

があったためで、さらに６月以内に免許取得可能と診断できるこ

とが見込まれる」旨の内容である場合

③ その他の場合には拒否等は行わない。

ｃ その他の場合には拒否等は行わない。

ｄ 「今後ｘ年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合（上記

ｃに該当）については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検査を行うこと

とする。

ウ その他の場合には以下のとおりとする。

(ｱ) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

ａ 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨

の診断を行った場合

ｂ 医師が「今後、ｘ年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控

えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(ｲ) 医師が「上記(ｱ)に該当することが見込まれる」旨の診断を行った場合に

は６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６月より短期間の

保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間

として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(ｱ)の内容である場合には拒否等

は行わない。

② 「結果的にいまだ上記(ｱ)に該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月

以内に上記(ｱ)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容

である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合

には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｳ) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｴ) 上記(ｱ)ｂに該当する場合については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検

査を行うこととする。

(3) その他特定の原因による失神（起立性低血圧等）
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過去にその他特定の原因で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとお

りとする。

ア 以下の場合には拒否等は行わない。

(ｱ) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の

診断を行った場合

(ｲ) 医師が「今後、ｘ年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え

るべきとはいえない」旨の診断を行った場合

イ 医師が「６月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の

診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、

６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を

保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行

わない。

② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、そ

れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内

に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場

合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６

月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期

間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。

エ 上記ア(ｲ)に該当する場合については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検査

を行うこととする。

４ 無自覚性の低血糖症（令第33条の２の３第２項第３号関係）

(1) 薬剤性低血糖症

ア 過去１年以内に、起きている間にインスリン等の薬の作用により、前兆を自

覚することなく意識の消失が現れたことがない場合については、以下のとおり

とする。

(ｱ) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

ａ 医師が「（意識の消失その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼす症状

（以下「意識消失等」という。）の前兆を自覚できており、）運転を控え

るべきとはいえない」旨の診断を行った場合

ｂ 医師が「（意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中にお

ける意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることか

ら、）運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(ｲ) 医師が「６月以内に上記(ｱ)に該当すると診断できることが見込まれる」

旨の診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏ま

えて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当
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該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(ｱ)の内容である場合には拒否等

は行わない。

② 「結果的にいまだ上記(ｱ)に該当すると診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月

以内に上記(ｱ)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容

である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合

には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｳ) その他の場合には拒否又は取消しとする。

イ 過去１年以内に、起きている間で、インスリン等の薬の作用により、前兆を

自覚することなく意識の消失が現れたことがある場合については以下のとおり

とする。

(ｱ) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

ａ 医師が「意識消失等の前兆を自覚できており、運転を控えるべきとはい

えない。１年以内の意識の消失も、運転を控えるべきとはいえないと認め

られる状態で起きている」旨の診断を行った場合

ｂ 医師が「意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中におけ

る意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、

運転を控えるべきとはいえない。１年以内の意識の消失も運転を控えるべ

きとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合

ｃ 医師が「（意識の消失を起こした時には運転を控えるべき状態にあった

が、）その後の治療により、意識消失等の前兆を自覚できており、又は意

識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等

を防止するための措置が実行できると認められることから、現時点では運

転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合

(ｲ) 医師が「６月以内に上記(ｱ)ｃに該当すると診断できることが見込まれ

る」旨の診断を行った場合には６月の保留・停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、

当該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記(ｱ)ｃの内容である場合には拒否

等は行わない。

② 「結果的にいまだ上記(ｱ)ｃに該当すると診断することはできない

が、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに

６月以内に上記(ｱ)ｃに該当すると診断できることが見込まれる」旨

の内容である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診

断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ
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る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｳ) その他の場合には拒否又は取消しとする。

(ｴ) 上記(ｱ)ｃの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められる

ものとする。

(2) その他の低血糖症（腫瘍性疾患、内分泌疾患、肝疾患、インスリン自己免疫症

候群等）

ア 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。

(ｱ) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の

診断を行った場合

(ｲ) 医師が「今後、ｘ年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え

るべきとはいえない」旨の診断を行った場合

イ 医師が「６月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の

診断を行った場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、

６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を

保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行

わない。

② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、そ

れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内

に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場

合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６

月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期

間を保留・停止期間として設定する。）

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。

エ 上記ア(ｲ)に該当する場合については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検査

を行うこととする。

５ そううつ病（令第33条の２の３第３項第１号関係）

上記１統合失調症と同様。

６ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害（令第33条の２の３第３項第２号関係）

(1) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあり、６月以内に重度

の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあるとはいえない」旨の診断を行った

場合には拒否又は取消しとする。

(2) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあるが、６月以内に重

度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがある」との診断を行った場合には６

月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停
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止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す

る。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の

内容である場合には拒否等は行わない。

② 「結果的にいまだ「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の診断をする

ことはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったため

で、さらに６月以内に「重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあ

る」旨の内容である場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医師の

診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる

場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

③ 「６月以内に重度の眠気が生ずるおそれがなくなる見込みがあるとはい

えない」旨の内容である場合には拒否又は取消しとする。

(3) その他の場合には拒否等は行わない。

７ その他精神障害（急性一過性精神病性障害、持続性妄想性障害等）（令第33条の

２の３第３項第３号関係）

上記１統合失調症と同様。

８ 脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等）（令第33条の２

の３第３項第３号関係）

(1) 慢性化した症状

見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等は「認知症」、運動障害（麻痺）、

視覚障害（視力障害等）及び聴覚障害については「身体の障害」に係る規定等に

従うこととする。

(2) 発作により生ずるおそれがある症状

ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合につい

ては、拒否又は取消しとする。

(ｱ) 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等（認知症に相当

する程度の障害に限る。）

(ｲ) 運動障害（免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。）

(ｳ) 視覚障害等（免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。）

イ アを除き、過去に脳梗塞等の発作でアに掲げる障害のいずれかが生じたこと

がある場合については、以下のとおりとする。

(ｱ) 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」（以

下８において「免許取得可能」という。）とまではいえない」旨の診断を行

った場合には拒否又は取消しとする。

(ｲ) 以下のいずれかの場合には６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏

まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、

当該期間を保留・停止期間として設定する。）
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ａ 医師が「６月以内に、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨

の診断を行った場合

ｂ 医師が「６月以内に、今後ｘ年程度であれば、免許取得可能と診断でき

ることが見込まれる」旨の診断を行った場合

上記ａ及びｂの場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断

書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果が上記ア及びイ(ｱ)の内容である場合

には拒否又は取消しとする。

② 以下のいずれかの場合にはさらに６月の保留又は停止とする。（医

師の診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期間で足りると

認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

ⅰ 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、

それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに

６月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内

容である場合

ⅱ 「結果的にいまだ、今後ｘ年程度であれば免許取得可能と診断

することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情

があったためで、さらに６月以内に、今後ｘ年程度であれば免許

取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合

③ その他の場合には拒否等は行わない。

(ｳ) その他の場合には拒否等は行わない。

(ｴ) 「今後ｘ年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合（上記イ

(ｳ)に該当）については、一定期間（ｘ年）後に臨時適性検査を行うことと

する。

(3) 本基準については、脳動脈瘤破裂、脳腫瘍等についても準用する。

９ 認知症（法第90条第１項第１号の２及び法第103条第１項第１号の２関係）

(1) アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症（ピック病）及び

レビー小体型認知症

拒否又は取消しとする。

(2) その他の認知症（甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、

頭部外傷後遺症等）

ア 医師が「認知症について回復の見込みがない」又は「認知症について６月以

内に回復する見込みがない」旨の診断を行った場合には、拒否又は取消しとす

る。

イ 医師が「認知症について６月以内に回復する見込みがある」旨の診断を行っ

た場合には、６月の保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて６月より短

期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止

期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
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① 適性検査結果又は診断結果が「認知症について回復した」旨の内容で

ある場合には拒否等を行わない。

② 「結果的にいまだ回復した旨の診断はできないが、それは期間中に○

○といった特殊な事情があったためで、さらに６月以内にその診断を行

う見込みがある」旨の内容である場合にはさらに６月以内の保留又は停

止とする。

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(3) 認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある場合

医師が「軽度の認知機能の低下が認められる」「境界状態にある」「認知症の

疑いがある」等の診断を行った場合には、その後認知症となる可能性があること

から、６月後に臨時適性検査を行うこととする。

なお、医師の診断結果を踏まえて、より長い期間や短い期間を定めることも可

能である。（ただし、長期の場合は最長でも１年とする。）

10 アルコールの中毒者（法90条第１項第２号及び法第103条第１項第３号）

(1) アルコールの中毒者については、国際疾病分類（ICD－10）の「アルコール使

用による精神および行動の障害」においてF10.2～F10.9までに該当し、かつ下記

①から③のいずれか又は全てを満たさないものとし、医師がその旨の診断を行っ

た場合には拒否又は取消しとする。

① 断酒を継続している。

② アルコール使用による精神病性障害や健忘症候群、残遺性障害及び遅発

性の精神病性障害（アルコール幻覚症、認知症、コルサコフ症候群等）の

ない状態を続けている。

③ 再飲酒するおそれが低い。

なお、①及び②といえるためには、最低でも６か月以上その状態を継続してい

ることを要し、①の期間について、入院その他の理由により本人の意思によらず

飲酒できない環境にいた期間については断酒を継続している期間として算入しな

い。

(2) 医師が「アルコール依存症であり、現時点では上記(1)の①から③の全てを満

たすと診断することはできないが、６月以内に、上記(1)の①から③の全てを満

たすと診断することができると見込まれる」旨の診断を行った場合には、６月の

保留又は停止とする。（医師の診断を踏まえて、６月より短期間の保留・停止期

間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。）

保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、

① 適性検査結果又は診断結果がアルコール依存症について上記(1)の①か

ら③の全てを満たす内容である場合には拒否等は行わない。

② 「結果的にいまだアルコール依存症について上記(1)の①から③の全て

を満たすと診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊

な事情があったためで、さらに６月以内に上記(1)の①から③の全てを満

たすと診断することができると見込まれる」旨の内容である場合にはさら
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に６月の保留又は停止とする。

③ その他の場合には拒否又は取消しとする。

(3) 医師が「アルコール依存症（国際疾病分類（ICD－10）におけるF10.2～F10.9

までに該当）であるが上記(1)の①から③の全てを満たす」旨の診断を行った場

合には拒否等は行わない。

なお、慢性化した運動障害が残る場合については「身体の障害」に係る規定等

に従うこととする。
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別紙２ 

 

運転免許の効力の停止等の処分量定基準 

（趣旨） 

第１条 この規程は、法令の規定による運転免許の効力の停止等の処分量定基準に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（運転免許の効力の停止等の処分量定基準） 

第２条 点数制度による運転免許の効力の停止等の処分の基本量定（第５条に規定するものを除く。）

は、次によるものとする。 

(１) 運転免許の効力の停止の基準（道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下「令」という。）

第38条第５項第２号イ）に該当する者 

一般違反行為（令第33条の２第１項第１号の一般違反行為をいう。以下同じ。）に係る累積点

数（令第33条の２第３項の累積点数をいう。以下同じ。）が令別表第３の１の表の第１欄に掲げ

る区分に応じ同表の第７欄に掲げる点数に達したことにより、運転免許（以下「免許」という。）

の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定の期間は、次表の左欄及び中欄

に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる期間とする。 

  

前歴の回数 累積点数 期間  

 前歴がない者 ６点、７点、８点 30日  

     ９点、10点、11点 60日  

     12点、13点、14点 90日  

 前歴が１回である者 ４点、５点 60日  

     ６点、７点 90日  

     ８点、９点 120日  

 前歴が２回である者 ２点 90日  

     ３点 120日  

     ４点 150日  

 前歴が３回以上であ

る者 

３回である者 ２点 120日  

   ３点 150日  

   ４回以上である者 ２点 150日  

     ３点 180日  

注：前歴とは令別表第３の備考の１に規定する前歴をいう。以下同じ。 

(２) 免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は６月を超えない範囲内の期間の

自動車及び原動機付自転車（以下「自動車等」という。）の運転の禁止の基準（令第33条の２、

第33条の３又は第40条）に該当する者 

前号の表に掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は６月を

超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなった者の処分の基本量

定について準用する。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者（運

転免許試験に合格した者で、当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者又は国際運転免

許証若しくは外国免許証を現に所持している者（以下「他免許等既得者」という。）を除く。）

については、前号の表に掲げる期間から、当該処分の理由となった一般違反行為をした日（令第

33条の２第４項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。）から当該処分の日ま

での既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとする。 

（点数制度によらない免許の効力の停止等の処分の基本量定） 

第３条 点数制度によらない免許の効力の停止等の処分の基本量定（第４条及び第５条に規定するも

のを除く。）は、次によるものとする。 

(１) 免許の効力の停止の基準（令第38条第５項第２号ロ又はハ）に該当する者 
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重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又は危険性帯有により免許の効力の停止の基準に該当す

ることとなった者の処分の基本量定の期間は、次のとおりとする。 

ア 重大違反唆し等・道路外致死傷（令第38条第５項第２号ロ） 

(ア) 令別表第４第４号に掲げる重大違反唆し等をしたときは、次表の左欄に掲げる重大違反

の種別に応じ、それぞれの右欄に掲げる期間とする。 

  

重大違反の種別 期間  

 酒気帯び（0.25未満）速度超過（25未満）等、酒気帯び運転（0.25未満）、

大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過（50以上） 

90日以上  

 速度超過（30（高速40）以上50未満）、積載物重量制限超過（大型等10割以

上）、携帯電話使用等（交通の危険）、無車検運行又は無保険運行 

30日以上  

注：重大違反の種別は、令別表第２の１の表に定める点数が６点から14点までの違反行為の種別を

いう。 

(イ) 令別表第４第４号に掲げる道路外致死傷をしたときは、次表の左欄に掲げる道路外致死

傷の種別に応じ、中欄又は右欄に掲げる期間とする。 

なお、処分の基本量定の期間は、当該事故が道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」

という。）第２条第１項第１号に規定する道路（以下「道路」という。）におけるものであ

った場合において、その処分が令第38条第５項第１号に掲げる免許の取消しの基準に該当す

るものであるときは、180日の期間、同項第２号に掲げる免許の停止の基準に該当するもので

あるときは、第２条第１号に定める基本量定に準じた期間とする。 

  

道路外致死傷の種別 

専ら当該道路外致死傷を

した者の不注意によるも

のである場合における期

間 

中欄に規定する場合以外

の場合における期間 

 

 人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者

の負傷の治療に要する期間が３月以上で

あるもの又は後遺障害が存するもの 

― 60日以上  

 人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者

の負傷の治療に要する期間が30日以上３

月未満であるもの（後遺障害が存するもの

を除く。） 

60日以上 30日以上  

 人の傷害に係る道路外致死傷で負傷者

の負傷の治療に要する期間が15日以上30

日未満であるもの（後遺障害が存するもの

を除く。） 

30日以上 30日以上  

注１：負傷者の負傷の治療に要する期間は、当該負傷者の数が２人以上である場合にあっては、こ

れらの者のうち最も負傷の程度が高い者の負傷の治療に要する期間をいう。イ(カ)において

同じ。 

２：この欄の「後遺障害」とは、当該負傷者の負傷が治ったとき（その症状が固定したときを含

む。）における身体の障害で運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定め

る規則（平成14年国家公安委員会規則第14号）で定める程度のものをいう。 

イ 危険性帯有（令第38条第５項第２号ハ） 

次に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生

じさせるおそれがあるときは、それぞれの行為ごとに定める期間とする。 

(ア) 自動車等の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者が次表の左欄に掲

げる一般違反行為をさせたときは、右欄に掲げる期間とする。 
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一般違反行為の種別 期間  

 整備不良（制動装置等）又は整備不良（尾灯等） 30日以上  

(イ) 自動車の使用者（安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理す

る地位にある者を含む。第４条において「使用者等」という。）がその者の業務に関し、自

動車の運転者に対し、次表の左欄に掲げる違反行為を命じ、又は自動車の運転者がこれらの

行為をすることを容認したとき（令第38条第５項第１号ロ又は第２号ロに該当する場合を除

く。）は、それぞれの区分に応じ右欄に掲げる期間とする。 

  

違反行為の種別 期間  

 酒気帯び運転（0.25以上）、過労運転等、無免許運転、酒気帯び（0.25未満）

速度超過（50以上）等、酒気帯び（0.25未満）速度超過（30（高速40）以上50

未満）等、酒気帯び（0.25未満）速度超過（25以上30（高速40）未満）等、酒

酔い運転又は麻薬等運転 

180日  

 酒気帯び（0.25未満）速度超過（25未満）等、酒気帯び（0.25未満）、大型

自動車等無資格運転又は速度超過（50以上） 

90日以上  

 速度超過（30（高速40）以上50未満）、積載物重量制限超過（大型等10割以

上）、速度超過（25以上30（高速40）未満）、放置駐車違反（駐停車禁止場所

等）、積載物重量制限超過（大型等５割以上10割未満）、積載物重量制限超過

（普通等10割以上）、速度超過（20以上25未満）、放置駐車違反（駐車禁止場

所等）、積載物重量制限超過（大型等５割未満）、積載物重量制限超過（普通

等５割以上10割未満）、速度超過（20未満）又は積載物重量制限超過（普通等

５割未満） 

30日以上  

注：「違反行為」とは、一般違反行為及び特定違反行為（令第33条の２第２項第１号の特定違反行

為をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。 

(ウ) 交通事故があった場合において、唆して次表の左欄に掲げる措置義務違反をさせ、若し

くは当該違反をした場合に助け、又は自動車の運転者以外の乗務員が左欄に掲げる措置義務

違反をしたとき（令第33条の２の３第４項第２号に係る重大違反唆し等に該当する場合を除

く。）は、それぞれの区分に応じ右欄に掲げる期間とする。 

  

措置義務違反の種別 期間  

 人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 180日  

 物の損壊に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 30日以上  

  注：上表において措置義務違反は、法第72条第１項前段の規定に違反する行為をいう。 

(エ) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第58条第１項又は自動車損害賠償保障法第５条

の規定に違反する行為をしたとき（その者が自動車等を運転して当該規定に違反する行為を

したとき及び令第38条第５項第２号ロに該当する場合を除く。）は、30日以上の期間とする。 

(オ) 道路以外の場所で、自動車等を運転し、故意により建造物を損壊したときは180日の期間

とする。 

(カ) 道路以外の場所で、自動車等を運転し、人を負傷させ（故意によるもの及び負傷者の負

傷の治療に要する期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものを除く。）、又は建

造物を損壊したとき（故意によるものを除く。）は、当該事故が、道路におけるものであっ

た場合において、その処分が令第38条第５項第１号に掲げる免許の取消しの基準に該当する

ものであるときは、180日の期間、同項第２号に掲げる免許の停止の基準に該当するものであ

るときは、第２条第１号に定める処分の基本量定の期間に準じた期間とする。 

(キ) 自動車等の運転を利用して、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれのある

犯罪を犯したときは、30日以上の期間とする。 

(ク) 免許の効力の停止の期間中に当該免許を失効させた者又は再試験に係る免許の取消しを

受けた者が、当該免許の効力を停止することとされていた期間が経過しない間に免許を受け
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たときは、当該処分の日を起算日とする処分の残期間とする。 

(ケ) 免許証を偽造し、若しくは変造したとき、又はこれらの行為に関与したときは、60日以

上の期間とする。 

(コ) 不正の手段で免許又は免許証を取得し、若しくは取得しようとしたとき、又はこれらの

行為に関与したときは、60日以上の期間とする。 

(サ) 前(ア)から(コ)までに掲げる場合のほか、その者が自動車等を運転することが道路にお

ける交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる行為をしたときは、30日以上の期間

とする。 

(２) 免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の基準（令第33条の２又は第33条

の３）に該当する者 

第３条第１号アに掲げる期間は、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の

基準に該当することとなった者の処分の基本量定について準用する。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者（他

免許等既得者を除く。）については、第３条第１号アに掲げる期間から、当該処分の理由となっ

た重大違反唆し等又は道路外致死傷をした日（令第33条の２第４項各号に掲げる者については、

当該各号に定める日とする。）から当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を

処分期間とするものとする。 

注：重大違反唆し等をした日は、唆した日又は助けた日とするものとする。 

（麻薬、覚醒剤等の使用等をした者等に対する免許の効力の停止の処分量定基準） 

第４条 次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の

危険を生じさせるおそれがあるときは、令第38条第５項第２号ハの規定による免許の効力の停止を

行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。 

  

 区分 期間  

 法定の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の使用等をした者、法定の除外事由な

しに、使用等の目的で麻薬、覚醒剤等を所持した者等で、反復して麻薬、覚醒

剤等の使用等をするおそれがあるもの 

180日  

 免許を受けた者に対し、法定の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の譲渡し等を

した者 

   

 自動車の使用者等で、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、麻薬、

覚醒剤等の使用等をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者が

これらの行為をすることを容認した者（令第38条第５項第１号ロに該当する場

合を除く。） 

90日以上  

 麻薬、覚醒剤等の使用等をした者に対し、唆して自動車等を運転させ、若し

くはこれを助け、又は自動車等を運転する者に対し、唆して麻薬、覚醒剤等の

使用等をさせ、若しくはこれを助けた者 

   

注１：「麻薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法第２条に規定する麻薬をいう。 

２：「覚醒剤等」とは、覚せい剤取締法第２条に規定する覚せい剤又は覚せい剤原料及び大麻取

締法第１条に規定する大麻並びにあへん法第３条に規定するあへん又はけしがらをいう。 

３：「使用等」とは、麻薬若しくは覚醒剤を自己に使用し、又は施用を受け、大麻若しくはあへ

んを吸食することをいう。 

４：「譲渡し等」とは、次に掲げる行為（未遂を含む。）をいう。 

(１) ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を譲り渡し、交付

し、又は他人に施用すること。 

(２) (１)以外の麻薬を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。 

(３) 大麻又はあへんを譲り渡すこと。 

(４) 覚醒剤を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。 

（暴走行為者等に対する免許の効力の停止等の処分量定基準） 
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第５条 暴走行為者等に対する免許の効力の停止等の処分量定基準は、次によるものとする。 

(１) 点数制度による免許の効力の停止の基本量定 

ア 免許の効力の停止の基準（令第38条第５項第２号イ）に該当する者 

自動車等の運転者が道路において２台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場

合における集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、整備不良等の違反行為（共同危険行

為等禁止違反及び共同危険行為等禁止違反と同時にした違反行為を除く。以下「暴走行為」と

いう。）に係る累積点数が令別表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ、同表の第７欄に

掲げる点数に達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基

本量定の期間は、第２条第１号に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とし、その期間が

180日を超える場合は180日とする。 

イ 免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止及び６月を超えない範囲内の期間の

自動車等の運転禁止の基準（令第33条の２、第33条の３及び第40条）に該当する者 

前アに掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は６月を超

えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分の基本量定に準用する。 

なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者

（他免許等既得者を除く。）については、前アに掲げる期間から、当該処分の理由となった一

般違反行為をした日（令第33条の２第４項各号に掲げる者については、当該各号に定める日と

する。）から、当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするも

のとする。 

(２) 点数制度によらない免許の効力の停止の処分量定 

次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危

険を生じさせるおそれがあるときは、令第38条第５項第２号ハの規定による免許の効力の停止を

行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。 

  

区分 期間  

 他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先助勢したとき。 180日  

 ２人以上の自動車等の運転者が道路以外の場所において２台以上の自動車等

を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく他人の生

命又は身体の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

をしたとき。 

   

 道路若しくは公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場所において２

台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる機会における自動車

等の運転者若しくは同乗者により集団の勢力をかりて行われる石、ガラスびん、

金属片、その他人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、若しく

は発射する行為若しくは暴行、傷害、器物損壊等の行為で道路における交通の

危険を生じさせるおそれのあるもの（以下「集団走行暴力行為」という。）を

したとき、又は唆して集団走行暴力行為をさせ、若しくはこれを助けたとき。 

90日以上  

 共同危険行為等禁止違反が行われることを知りながら当該違反に係る自動車

等にその集団の一員として乗車していたとき（令第38条第５項第１号ロに該当

する場合を除く。）。 

   

 (１) 共同危険行為等禁止違反を行うおそれがある集団（以下「暴走集団」と

いう。）に参加した運転者が、道路における当該暴走集団の通行に際し、道

路運送車両法（昭和26年法律第185号）第11条第５項、第19条、第36条（第73

条第２項において準用する場合を含む。）、第73条第１項（第97条の３第２

項において準用する場合を含む。）又は第98条第１項若しくは第３項（不正

使用に関する部分に限る。）の規定に違反する行為をしたとき 

60日以上  

 (２) 暴走集団に参加している運転者を指揮して(１)に規定する行為をさせた

とき 
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（違反者講習を受講しなかった者に対する免許の効力の停止等の処分量定基準） 

第６条 法第108条の３の２の通知を受けた者で法第102条の２の期間内に同条に規定する違反者講習

を受講しなかった者が、違反者講習の理由となった一般違反行為以外に一般違反行為を行っていた

場合において、一般違反行為に係る累積点数が令別表第３の１の表の第１欄に掲げる区分に応じ、

同表の第７欄に掲げる点数に達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなったと

きの処分の基本量定の期間は、第２条第１号に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とする。 

（処分量定に関する特例） 

第７条 一般違反行為をしたことを理由とする免許の効力の停止等の処分を猶予された者がその後違

反行為をしたときは、処分を猶予されなかったときに比し、処分が過重にならないよう処分量定を

行うものとする。 

２ 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路

外致死傷（以下「違反行為等」という。）の発生の順に処分を行うことができなかったときは、違

反行為等の発生の順に処分が行われたときに比し、処分が均衡を失せず、かつ、処分が過重になら

ないよう処分量定を行うものとする。 

３ 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、その者が当該処分の

理由となった違反行為等をした日以後違反行為等をしないで免許を受けていた期間（免許の効力が

停止されていた期間を除く。以下同じ。）が通算して１年を経過しているものであるときは、その

実績等を考慮して処分量定を行うものとする。 

４ 前歴のある者の処分の場合で、その者が当該前歴の事由となった違反行為をした日以後、違反行

為等をしないで免許を受けていた期間が通算して１年に近い期間を経過しているものであるときは、

その実績、その後にした違反行為の危険性等を考慮して処分量定を行うものとする。 

５ 前歴のある者の処分の場合で、当該前歴がその者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅

れたことによるものであるときは、通常の手続の範囲の期間内に処分が行われたときに比し、処分

が過重にならないよう処分量定を行うものとする。 

（取消し等の処分の軽減） 

第８条 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第３の１

の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表の第２欄から第６欄までに掲げる点数に達し、若しくは特定

違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合の累積点数が令別表第３の２の表の第１

欄に掲げる区分に応じ同表第２欄から第９欄までに掲げる点数に達し、又は令別表第４第１号から

第３号までに掲げる行為をし、若しくは令別表第５第１号から第４号までに掲げる行為をしたこと

により、免許の取消し、免許の拒否又は１年以上10年を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の

禁止の処分基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと

評価すべき特段の事情があるときは、それぞれ次の区分により処分を軽減することができるものと

する。 

（１）免許の取消し（免許を与えた後における免許の取消しを除く。）の処分基準に該当する者 

  ア 一般違反行為若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行う場合（イに該当する

場合を除く。）又は重大違反唆し等及び道路外致死傷を理由として処分を行う場合で、令第３

８条第６項又は同第７項に規定する免許を受けることができない期間（以下「欠格期間」とい

う。）が２年以上に該当するときは、当該期間から１年を減じた期間に軽減することができる。

欠格期間が１年に該当するときは、１８０日の免許の効力の停止に軽減することができる。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分を

行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注

意によって発生したものであるときは、欠格期間が２年に該当するときは１８０日の免許の効

力の停止、当該期間が１年に該当するときは１５０日の免許の効力の停止に軽減することがで

きる。 

（２）免許の拒否又は免許を与えた後における免許の取消し（以下「免許の拒否等」という。）の処

分基準に該当する者（他免許等既得者を除く。） 

  ア 令第３３条の４第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは第２号の規定に

より、欠格期間が、当該処分の理由となった行為をした日（令第３３条の４第３項において準
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用する令第３３条の２第４項各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日をいう。

以下同じ。）から起算して、２年以上を経過するまでの期間に該当するときは、当該期間から

１年を減じた期間に軽減することができる。欠格期間が１年を経過するまでの期間に該当する

ときは、処分の理由となった行為をした日から１８０日を経過するまでの期間の免許の保留又

は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減することができる。 

    なお、これらの期間計算の結果、１年を減じた後の欠格期間又は免許の保留若しくは免許を

与えた後における免許の効力の停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の拒否等及び

欠格期間の指定又は免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止をしないも

のとする。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分を 

行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注 

意によって発生したものであるときは、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から２年 

を経過するまでの期間に該当するときは１８０日の免許の保留又は免許を与えた後における免 

許の効力の停止、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から１年を経過するまでの期間 

に該当するときは１５０日の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減 

することができる。 

     なお、これらの期間計算の結果、免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の

停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の保留若しくは免許を与えた後における免許

の効力の停止をしないものとする。 

（３）自動車等の運転の禁止の処分基準に該当する者 

  ア 令第４０条第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第１号若しくは第２号の規定により、

自動車等の運転を禁止される期間が２年以上に該当するときは、当該期間から１年を減じた期

間の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。自動車等の運転を禁止される期間が１年

に該当するときは、１８０日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

  イ 前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分す

る場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注意

によって発生したものであるときは、自動車等の運転を禁止される期間が２年に該当するとき

は１８０日の自動車等の運転の禁止、自動車等の運転を禁止される期間が１年に該当するとき

は１５０日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 

（停止等の処分の軽減及び猶予） 

第９条 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第３の１

の表の第１欄に掲げる区分に応じ同表の第７欄に掲げる点数に達したこと、若しくは令別表第４第

４号に掲げる行為をしたことにより免許の効力の停止、免許の保留若しくは６月を超えない範囲内

の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなった者又は危険性帯有により免許の効力の停止

の基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべ

き特段の事情があるときは、その者に係る第２条から第７条に規定する処分の基本量定の期間から

30日又は60日（前歴のある者については30日に限る。）を減じた期間に処分を軽減することができ

るものとする。また、処分の基本量定の期間が30日又は60日に該当する者（法第108条の３の２の通

知を受けた者で法第102条の２の期間内に同条に規定する違反者講習を受けなかったものを除く。）

において、前記特段の事情がある場合は、処分を猶予することができるものとする。 

（停止等の処分の期間の短縮） 

第10条 法第108条の２第１項第３号に掲げる講習を受講した者の法第90条第12項又は第103条第10項

の規定に基づく処分期間の短縮は、考査の成績が50パーセント以上の者について、受講態度を加味

して改善効果を評価し、次表「処分期間の短縮日数の基準」に準拠して行い、50パーセント未満の

者については行わないこと。ただし、考査の成績が50パーセント未満の者からの申出に係る再考査

の成績が50パーセント以上であるときは、次表の考査成績が可の場合の短縮日数を超えない範囲で

処分期間の短縮を行うことができるものとする。 

処分期間の短縮日数の基準 
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 受講者 考査成績別短縮日数  

 処分区分 講習区分 処分日数 優 良 可  

 免許の効力の停止 短期講習 30日 29日 25日 20日  

   中期講習 60日 30日 27日 24日  

 自動車等の運転の禁

止 

長期講習 90日 45日 40日 35日  

   120日 60日 50日 40日  

     150日 70日 60日 50日  

     180日 80日 70日 60日  

 免許の保留 短期講習 39日以下 受講日を除く

残り日数 

処分日数の

80％に当たる

日数 

処分日数の

70％に当たる

日数 

 

 免許を与えた後にお

ける免許の効力の停

止 

中期講習 40日～89日 処分日数の

50％に当たる

日数 

処分日数の

45％に当たる

日数 

処分日数の

40％に当たる

日数 

 

   長期講習 90日～180日 処分日数の

45％に当たる

日数 

処分日数の

40％に当たる

日数 

処分日数の

35％に当たる

日数 

 

注：１ 考査成績の優は85パーセント以上の成績、良は70パーセント以上の成績、可は50パーセン

ト以上の成績とする。 

２ 免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の短縮日数を算出する場合にお

いて、１日未満の端数は切り捨てるものとする。 

３ 受講態度が不良で改善効果が低いと認めた者の短縮日数については、当該本人の考査成績

に係る短縮日数を下回るものとすることができる。ただし、考査成績が優の者の短縮日数に

ついては良に係る短縮日数を、良の者の短縮日数については可に係る短縮日数を、それぞれ

下回らないものとする。 

４ 令第33条の２第１項第８号に基づく保留処分の短縮日数は、当該処分と同時に行われる免

許の効力の停止等の処分の短縮日数と同じとなる。 



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－１９）

根 拠 条 項 ：第９４条第２項

処 分 の 概 要 ：免許証の再交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会（免許の保留及び仮免許付与については、千葉

県警察本部長）

法 令 の 定 め ：道路交通法施行規則第２１条（免許証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日

警察署窓口受理は １４日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２０）

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条（指定自動車教習所の指定 、第９９条の２）

（技能検定員 、第９９条の３（教習指導員））

道路交通法施行令第３５条（指定自動車教習所の指定の基準）

道路交通法施行規則第３２条（コースの種類、形状及び構造の基

準 、第３３条（教習の時間及び方法 、第３４条の３（指定前にお） ）

ける講習の基準 、第３４条の４（指定前における教習を修了した）

者に対する技能試験）

技能検定員審査等に関する規則第６条（技能検定員審査に合格し

た者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認

定 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能）

及び知識がある者と認める者としての認定）

指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第１条（教

習の科目の基準の細目 、第２条（教習時間の基準の細目 、第３条） ）

（教習方法の基準の細目 、第４条（教習方法の基準の細目 、第５） ）

条（指定前における教習の基準の細目）

審 査 基 準 ：指定自動車教習所の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：



別紙

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路交通法（以下「法」とい

う。）第98条第２項の規定による届出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する法

第99条第１項に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者

の申請に基づき、指定自動車教習所として指定する。

１ 法第99条第１項第１号関係

法第99条第１項第１号に規定する指定自動車教習所（以下「指定教習所」という。）を

管理する者（以下「管理者」という。）の要件は、道路交通法施行令（以下「令」とい

う。）第35条第１項に規定されているが、このうち、同項第２号の「道路の交通に関する

業務」とは、交通警察行政、運輸行政、自動車運送事業等を、「管理的又は監督的地位」

とは、組織において、これを管理し、又は監督することを職務とする地位を、「その他自

動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者」とは、道路の交通に関する業

務における管理の経験がないが、指定教習所を管理する能力がある者をいう。

また、令第35条第１項第２号イの規定により、管理者は「過去３年以内に第99条の５第

５項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者」でないこと

とされているが、「卒業証明書又は終了証明書の発行に関し不正な行為」とは、指定教習

所に入所した事実のない者に対して不正に卒業証明書又は修了証明書（以下「卒業証明書

等」という。）を発行する等の行為に限らず、道路交通法施行規則（以下「府令」とい

う。）第33条及び第34条に規定する教習及び技能検定に違反する教習等を下命、容認する

行為等広く卒業証明書等の発行に関連する不正な行為をいう。ただし、管理者において、

指導員等の違反行為（不正行為のみではない。）を認識できなかった場合は、これに該当

しない。また、卒業証明書等の発行に関連する行為であれば、現に卒業証明書等が発行さ

れたことを要件とはしない。

管理者は、他の職業と兼職し、又は教習若しくは技能検定に従事しないようにするもの

とする。ただし、別添１の指定自動車教習所等の教習の標準（以下「教習の標準」とい

う。）第一種免許に係る学科教習についての学科（一）（第１段階）項目名「１ 運転者

の心得」及び第二種免許に係る学科教習についての学科（一）（第１段階）項目名「１

第二種免許の意義」については、教習指導員の資格を有する管理者が行うこととしてもよ

い。

２ 法第99条第１項第２号関係

(1) 技能検定員の選任等

法第99条第１項第２号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行為

をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。技能検定員は、技能

検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くものとする。



また、アルバイト指導員等（他の本業を持っている者で、その本業の傍ら技能検定又

は教習に従事するものをいう。以下同じ。）は、技能検定に従事しないようにするもの

とする。

(2) 技能検定員資格者証の交付の基準

技能検定員資格者証の交付の基準は、法第99条の２第４項及び第５項並びに技能検定

員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の２第４項第２号ロの「卒業証明

書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、卒業証明書等を偽造する行為、技能

検定の職務に関し収賄する行為等の刑罰法規に触れる行為や府令第34条に違反して技能

検定をする行為等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為

をしたことについてその者に認識がなかった場合は、直ちに「不正な行為」に該当する

こととはならない。

３ 法第99条第１項第３号関係

(1) 教習指導員の選任等

法第99条第１項第３号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行為

をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。教習指導員の数は、

当該施設において教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くものとす

る。また、アルバイト指導員は、教習等に従事させることのないようにするものとする。

ただし、繁忙期（７月から８月及び12月から３月並びにその前後の期間のうち、それぞ

れの指定教習所の過去の実績を踏まえて当該指定教習所が混雑していると公安委員会が

認める時期をいう。以下同じ。）に限って、次の条件をいずれも満たす場合に臨時的に

教習に従事する教習指導員（以下「臨時的指導員」という。）の選任を認めるものとす

る。

ア 法第99条の３第４項に定める教習指導員資格者証の交付を受けていること。

教習に従事していたみなし教習指導員（道路交通法の一部を改正する法律（平成５

年法律第43号）附則第７条第２項のみなし教習指導員をいう。以下同じ。）であって

も、選任届が継続してなされ、当該指定教習所において引き続き教習を行う場合は、

みなし教習指導員として教習を行うことができる。

イ 他に本業を持っている者が、その本業の傍ら教習に従事するものでないこと。

本業とは、常勤的な職業で、主として当該職業で生計を立てている業をいい、例え

ば、道路運送事業に係る運転を本業とする者が、その非番日又は休日に従事するよう

な場合は認められない。また、本業であるか否かの判断については、教習指導員とし

て選任されている期間全体を考慮して行うものとする。

ウ 繁忙期に継続して教習に従事できる者であること。

臨時的指導員は、指定教習所が届け出た当該期間は、継続して教習業務に従事する

ものとする。

エ 教習指導員として年間を通じて選任すること。



臨時的指導員を選任させる場合は、１年以上継続して選任するものとする。

オ 一の指定教習所に限り選任されていること。

複数の指定教習所において、教習指導員を兼任することは認められない。複数の指

定教習所が同一の企業体に属する場合であっても、同様である。

カ 法第108条の２第１項第９号に定める講習（以下「法定講習」という。）その他の所

定の講習を受講すること。

臨時的指導員として選任されている間は、教習に従事する期間であると否とを問わ

ず、法定講習の受講義務がある。

キ 臨時的指導員の数は、繁忙期対策のために必要な数に限られ、かつ、当該指定教習

所において選任されている教習指導員の総数の５分の１を超えないものとする。

(2) 教習指導員資格者証の交付の基準

教習指導員資格者証の交付の基準は、法第99条の３第４項及び第５項並びに技能検定

員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の３第４項の「卒業証明書又は修

了証明書の発行に関し不正な行為」とは、府令第33条の教習の時間及び方法に関する基

準に違反する行為（例えば、無資格教習、教習時限の欠略、教習時限の時間の短縮等）

等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことにつ

いてその者に認識がなかった場合（例えば、免許証の更新をせず、失効したことに気付

かず教習に従事した場合等）は、直ちに「不正な行為」に該当することとはならない。

４ 法第99条第１項第４号関係

法第99条第１項第４号に規定する教習及び技能検定のための設備の基準は、令第35条第

２項並びに府令第32条、別表第３に規定されているが、具体的には、次のとおりである。

(1) コース

令第35条第２項第１号イに規定する「コース敷地の面積」には、コース内の緑地部分

及び路肩部分等を含み、学科教室等建物の敷地部分を含まず、コース敷地の面積の算出

は、原則として一団の敷地であって、一体的な運用ができるものについて行う。したが

って、既存のコース敷地に隣接して、新たに設けられたコース敷地との間に公道その他

の施設があるようなときは、トンネルその他により、両敷地のコースが相互に一体的に

使用することができるような特別の場合を除き、新たに設けられたコース敷地の面積を

既存のものに合計することはできない。

ア 周回コース

周回コースの基準は、府令別表第３の２の表に規定されているが、「おおむね長円

形」とは、ある程度の速度が出せることを目的としたものであり、その機能を果たす

ものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことを意味し、周回コースの外側

に他のコースが設置されていてもよい。

また、「舗装」とは、簡易舗装程度以上の舗装をいう。周回コースのすみ切り半径

は、５メートル以上とし、さらに１か所以上はできるだけ10メートル以上であるもの



とする。

イ 幹線コース

幹線コースの形状は、府令別表第３の２の表において「おおむね直線で、周回コー

スと連絡し、幅７メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであるこ

と」と規定されているが、周回コースから交差点までの距離については、技能教習及

び技能検定が適正に実施できる程度の距離とする。また、交差点のすみ切り半径につ

いては、３メートル以上であるものとする。

ウ 坂道コース

坂道コースの形状は、府令別表第３の２の表において「２以上の坂道を有するこ

と」とされているが、緩坂路と急坂路とが一つずつあって、「頂上平たん部」により

連絡されているものであればよい。また、「こう配」とは、緩坂路と急坂路のいずれ

も底辺と高さとの割合をいう。

エ 屈折コース、曲線コース、方向変換コース、及び鋭角コース

いわゆる狭路コース（屈曲コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コース）

は、当該施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置させることが必要で

ある。

これらの狭路コースの形状については、府令別表第３の２の表に図示された逆形の

もの（例えば、屈折コースの第１角が左折となるもの）であってもよい。出入口部の

すみ切りは、規定の長さ（曲線コースについては、弧の長さ）を超える部分について

設け、その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コース

については３メートル以上、準中型免許、普通免許及び普通第二種免許コースについ

ては２メートル以上、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては１メートル以

上とする。

オ 路端停車コース

「路端停車コース」は、別添２に示すものとする。

カ 隘路コース

「隘路コース」は、別添３に示すものとする。

キ 縦列駐車コース

「縦列駐車コース」は、別添４に示すものとする。

ク 自動二輪車のコース

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う指定教習所は、次のコースを設定

するものとする。

(ｱ) 併設コースの基準

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を独立して実施するため、既設のコー

ス敷地に二輪専用のコースを併設する自動車教習所における二輪専用のコース（併

設コース）の敷地面積は、おおむね1,000平方メートル以上とし、コース等の種類は、

府令別表第３の２の表に定める屈折コース、曲線コース、直線狭路コース、連続進



路転換コース、波状路コース及び別添５の自動二輪車の制動技能等を判定するため

の特別な課題を実施するための「指定速度からの急停止コース」とする。ただし、

安全確保、教習効果等から設置することが適当でない場合は、この限りでない。

(ｲ) ８の字コース

別添６の「８の字コース」を設置するものとする。ただし、「８の字コース」を

設けることが困難な指定教習所にあっては、「８の字コース」を使用することとし

ている教習については、ロード・コン２本を用いて、このコースと同程度の旋回を

行うことができるコースを設定するものとする。

また、自動二輪車の曲線コースについては、「８の字コース」で代替してもよい。

(ｳ) 特別設定コース

大型二輪免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行

（第２段階）項目名「16 高度なバランス走行など」、内容「③ 特別設定コース

走行」で用いる特別設定コースのマンホール若しくは道路標示、砂利道若しくは砂

道、わだち、湿潤路面又は不整地の設置場所は、コース内であれば車道上である必

要はない。また、砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の基準は、お

おむね長さ５メートル、幅２メートル（わだちを除く。）以上とするが、教習効果

を考慮の上、当該教習所の規模に応じた適切な大きさとしてもよい。マンホールに

ついては、おおむね直径0.65メートル以上で滑りやすい材質のものとする。

ケ 大型特殊自動車等のコース

大型特殊自動車コース又は牽引コースは、指定教習所に使用する大型特殊自動車又

はけん引自動車の構造及び性能から見て周回コースその他のコースを用いることが妥

当と思われるものについては、これらのコースを可能な限り含むものとする。

コ コースの縁石

沈みコースの縁石の高さは、おおむね10センチメートルとする。浮きコースにあっ

ても、コースの側端について同様の高低を設けさせるものとする。ただし、大型二輪

免許及び普通二輪免許に係る狭路コース並びに二輪車専用のコースの縁石の高さは、

これよりも低くすることができるものとする。

また、府令別表第３の２の表の備考に掲げるコースの基準によりコースを設置する

場合についても、それぞれの免許に係るコースについて縁石の設置に準じた措置をと

ること。

サ スキッドコース

大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二

種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行（第２段

階）項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッドコースは、凍結路面にお

ける走行教習が可能なコースであり、次の基準を満たしているものとする。

区 分 スキッド路 スキッド路（ｍ）



μ 値 長 さ 幅

普通車（準中型車を 40以上 ５以上

含む。）専用コース
0.2μ以下

中型車専用コース 40以上 15以上

大型車専用コース 50以上 15以上

普通・準中型･中型・大型兼用ｺｰｽ 50以上 15以上

〔安全地帯の基準〕

コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全

地帯を適宜設けるものとする。

シ スキッド教習車コース

大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二

種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行（第２段

階）項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッド教習車は、スキッド体験

走行ができる装置を取り付けた車両であり、次の基準を満たしているものとする。ま

た、コースについては、別添７のとおりとする。

なお、当該コースにおける安全地帯についても上記サ同様コースの周囲に適宜設け

ること。

内 容 基 準

走行速度 40km／h以上

設定μ値 0.2μ以下

ス その他

コース上の危険と認められる箇所には、衝撃緩和材等を設置するなどの安全対策を

講じること。

(2) 教習車両等

ア 備付け自動車等

(ｱ) 自動車の大きさ、台数等

令第35条第２項第２号の「技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動

車」とは、標準試験車と同程度以上のものとする。自動車の備付け台数については、

当該施設において技能教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な台数とす

る。教室の大きさ、教材の数についても同様とする。また、技能教習及び技能検定

は、標準試験車と同程度以上の車両で行うことととし、技能教習は府令第33条第５

項第１号ハで規定されている、「法第85条第２項の規定により当該教習に係る免許

について同条第１項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第86条第

２項の規定により当該教習に係る免許について同条第１項の表の区分に従い運転す



ることができる自動車」により行うこととする。なお、準中型免許については、府

令第33条第５項第１号ワの規定により準中型自動車のほか普通自動車により技能教

習を行うこととする。ただし、身体障害者においてはこの限りではない。

(ｲ) 応急用ブレーキ

令第35条第２項第３号の教習指導員又は技能検定員（以下「指導員等」とい

う。）が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置とは、指導員

席の足ブレーキ（応急用のブレーキ）に連動した連動ブレーキ等の装置をいう。こ

の装置は、身体障害者の持込み車両についてもこれを備えていなければならない。

応急用ブレーキを装備することが困難な大型特殊自動車で指導員等が通常占める

位置から手ブレーキを操作することによって応急の措置を講ずることができるもの

は、手ブレーキ等を「応急の措置を講ずることができる装置」とみなす。

(ｳ) 車両の整備

専ら指定教習所のコース内における教習に使用する教習車両については、道路運

送車両法（昭和26年法律第185号）による登録を受けることを要しない運用が行われ

ているところであるが、当該車両についても、検査に合格する程度に整備されたも

のとする。

(ｴ) 後写鏡

教習車両及び検定車両は、指導員等のための後写鏡を備え付けたものとする。

(ｵ) 路上検定標識の表示

普通免許等の卒業検定（以下「路上検定」という。）に使用する自動車にあって

は、 路上検定実施中は、その旨自動車の屋根等に標識を表示するものとする。

(ｶ) 運転シミュレーター

運転シミュレーター（車載式運転シミュレーターを含む。以下同じ。）を教習に

使用する場合にあっては、「道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレー

ターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件」（平成６年国家公安委員会告

示第４号）に適合するものであること。

イ 学科教習用教室等

令第35条第２項第４号の「建物その他の設備」とは、学科教習を行うための教室、

実習を行う施設等をいう。学科教習を行うための教室等は、学科教習等を受ける者の

数に応じて適当な大きさ、数であることが必要である。

５ 法第99条第１項第５号関係

法第99条第１項第５号の自動車教習所の運営の基準は、令第35条第３項に規定されてい

るが、具体的には、次のとおりである。

(1) 令第35条第３項第１号関係

令第35条第３項第１号の法第99条第１項の申請に係る免許に係る教習の科目及び教習

の科目ごとの教習方法の基準は、府令第33条に規定されているが、このうち、身体障害



者に対する教習の方法、普通二輪免許に係る技能教習における運転シミュレーターを使

用しない場合の教習方法、教習効果の確認を行う教習指導員の要件、技能教習における

教習指導員資格を有しない者の教習従事制限、学科教習における教習指導員資格を有し

ない者の教習従事制限、適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件、応急救護処置

教習の模擬人体装置の基準並びに技能教習及び学科教習の科目並びにこれらの科目ごと

の教習時間及び教習方法の基準についての細目（以下「教習の基準の細目」という。）

については、次のとおりである。

ア 身体障害者に対する教習の方法

身体障害者に対する教習又は技能検定は、別添８の身体障害の状態に応じた教習車

種によって行う。

イ 大型二輪免許・普通二輪免許に係る技能教習における運転シミュレーターを使用し

ない場合の教習方法

道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令（平成８年総理府令第41号）附則第

２項により普通二輪免許に係る指定教習所とみなされた自動車教習所においては、普

通二輪免許に係る技能教習において運転シミュレーターを使用して行うこととされて

いる教習について、当分の間、別に定める方法（別添９）に従い、実車を用いた教習

をもって替えることができる。この方法による場合で、教習生の同乗する普通自動車

に先行して走行する自動二輪車にあっては普通自動二輪車を使用するものとする。ま

た、大型二輪免許の基本操作及び基本走行において運転シミュレーターを使用しない

場合の教習についても、当該別に定める方法により行うことができる。

ウ 教習効果の確認（みきわめ）を行う教習指導員の要件

府令第33条第５項第１号ツ及びネの教習効果の確認（みきわめ）は、教習指導員の

資格を有する者が行うものとするが、当分の間、当該教習に係る技能検定員を兼ねて

いる者、当該教習課程の技能教習の経験が２年以上ある者又は当該教習課程の技能教

習の経験が２年未満の者で指定教習所の管理者が認定したものを充てるものとする。

エ 技能教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限

みなし教習指導員のうち技能指導員でなかった者に技能教習を行わせてはならない

こととされている（道路交通法の一部を改正する法律（平成５年法律第43号）附則第

７条第３項）が、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普

通二輪免許に係る技能教習の応用走行（第２段階）の中で行うこととしている技能・

学科の組合わせ教習（以下「セット教習」という。）に係る技能教習については、技

能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行うことがで

きる。

オ 学科教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限

(ｱ) セット教習の特例

セット教習に係る学科教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資格

を有するみなし教習指導員に限り行うことができるものとする。



(ｲ) 法令指導員、構造指導員又はその他の指導員の教習することができる項目名

第一種免許に係る学科教習のうち、教習の標準の学科教習についての学科（一）

（第１段階）項目名「１ 運転者の心得」、「２ 信号に従うこと」、「３ 標識

・標示等に従うこと」、「４ 車の通行するところ、車が通行してはいけないとこ

ろ」、「５ 緊急自動車等の優先」、「６ 交差点等の通行、踏切」、「７ 安全

な速度と車間距離」、「８ 歩行者の保護等」、「９ 安全の確認と合図、警音器

の使用」、「10 進路変更等」、「11 追い越し」、「12 行き違い」又は「13

運転免許制度、交通反則通告制度」、学科（二）（第２段階）項目名「１ 危険予

測ディスカッション」、「２ 応急救護処置Ⅰ」、「３ 応急救護処置Ⅱ」、「11

駐車と停車」、「12 乗車と積載」、「13 けん引」、「14 交通事故のとき」、

「15 自動車の所有者等の心得と保険制度」、「16 経路の設計」又は「17 高速

道路での運転」については、道路交通法の一部を改正する法律（平成５年法律第43

号）による改正前の法（以下、本項において「旧法」という。）の学科指導員又は

道路交通法施行令の一部を改正する政令（昭和48年政令第27号）附則（以下、本項

において単に「附則」という。）第３項に規定する専ら法令教習に従事する者が、

教習の標準の学科教習についての学科（二）（第２段階）項目名「２ 応急救護処

置Ⅰ」、「３ 応急救護処置Ⅱ」又は「10 自動車の保守管理」については、旧法

の学科指導員又は附則第３項に規定する専ら構造教習に従事する者が、教習の標準

の学科教習についての学科（二）（第２段階）項目名「２ 応急救護処置Ⅰ」、

「３ 応急救護処置Ⅱ」、「４ 死角と運転」、「５ 適性検査結果に基づく行動

分析」、「６ 人間の能力と運転」、「７ 車に働く自然の力と運転」、「８ 悪

条件下での運転」又は「９ 特徴的な事故と事故の悲惨さ」については、旧法の学

科指導員又は附則第３項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従

事する者がそれぞれ教習を行うことができるものとする。

(ｳ) 適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件

第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）

（第２段階）項目名「５ 適性検査結果に基づく行動分析」、及び第二種免許に係

る学科教習のうち教習の標準の学科についての学科（二）（第２段階）項目名「21

適性検査結果に基づく行動分析」については、学科教習の指導員要件を満たし、か

つ、運転適性検査・指導者資格者証を有する者又はこれと同等以上の能力を有する

者に行わせること。

(ｴ) 応急救護処置教習の指導員の要件

第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）

（第２段階）項目名「２ 応急救護処置Ⅰ」及び「３ 応急救護処置Ⅱ」、並びに

第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）（第

２段階）項目名「19 応急救護処置Ⅰ」及び「20 応急救護処置Ⅱ」については、

それぞれの免許の種類に係る学科教習を行う指導員の要件を満たし、かつ、公安委



員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者が行うこととされてい

る（府令第33条第５項第２号ニ）。

カ 応急救護処置教習における模擬人体装置の基準

府令第33条第５項第２号二の模擬人体装置は、次に掲げる基準に適合したものとす

る。

(ｱ) 人体装置の基準

府令第33条第５項第２号ニの模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装置

であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護に関する実技を

行うために必要な機能を有し、かつ、第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処

置講習に適合したものとする。

(ｲ) 模擬人体装置の数の基準

模擬人体装置の数は、第一種免許に係る応急救護処置教習については、教習生４

人に対し大人全身２体（大人全身１体及び大人半身１体でも可。）、第二種免許に

係る応急救護処置教習については、教習生４人に対し大人全身２体（大人全身１体

及び大人半身１体でも可。）及び乳児全身１体とする。

キ 教習の基準の細目

教習の基準の細目については、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規

則（平成10年国家公安委員会規則第13号）に規定されているが、具体的には別添１の

教習の標準のとおりである。

(2) 令第35条第３項第２号関係

ア 技能教習及び学科教習の基準

指定前における技能教習及び学科教習の基準は、府令第34条の３に規定されている

が、このうち、身体障害者に対する教習の方法、大型二輪免許・普通二輪免許に係る

技能教習における運転シミュレーターを使用しない場合の教習方法、応急救護処置教

習の指導員の要件、応急救護処置教習における模擬人体装置の基準及び教習の基準の

細目については、５(1)と同様とする。

イ 指定前の教習実績の確認

法第99条第１項第５号に基づく指定前の教習実績については、「法第99条第１項の

申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の

申請の日の前６月の間引き続き行われていること。」（令第35条第３項第２号）及び

「法第99条第１項の申請の日前６月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、

かつ、当該免許につき法第97条第１項第２号に掲げる事項について行う試験を受けた

者のうち内閣府令で定める基準に達する成績（合格基準に達する成績）を得た者の占

める割合が、95パーセント以上であること。」（令第35条第３項第３号及び府令第34

条の４）が必要であり、合格率の算出は次によるものとする。



技能試験の合格者
× 100

当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数

この場合、同一の卒業者が２回以上技能試験を受け、２回目以後に合格したときは、

１回目の技能試験結果のみ算入する。さらに、当該教習所の卒業者は、府令第34条の

３の規定による教習を修了し、かつ、技能試験の例に準じた卒業試験に合格して卒業

した者のみを算入する。また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」は、

おおむね次により求めた数値以上とする。

Ｂ １
─×─ ×Ｃ
Ａ ２

（注）Ａ…当該都道府県における前年末の当該免種の教習所数

Ｂ…当該都道府県における前年の当該免種の卒業者数

Ｃ…係数（指定前の教習所の平均卒業者数と指定１年後の教習所の平均卒業者

数の比率0.15を使用する。）

また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」に算入される者からは、

当該母数に入れることによって合格率の算定が不公正、不公平との誹りを受けるお

それがある者（例えば、教習指導員又は技能検定員資格者証の現有者等）を除くほ

か、当該教習所における教習が継続的に行われていない場合等には、形式的に95パ

ーセント以上の合格率を満たすことがあっても、実質的には指定前の基準に適合し

ていないものとして、指定しない。

さらに、当分の間、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許及び中型

第二種免許に係る「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者」が10名に満たない

場合は、指定の基準に適合していないものとして、指定を行わないものとする。



別添１
第１ 第一種免許に係る学科教習の標準
１ 学科（一）（第１段階）

(1) 教習の科目

本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教 習 規 則 ( 別 表 第 ５ ) 項 目 名 内 容

１ 法第 108条 １ 運転者の心得 ・ くるま社会人としてのモラルと責任

の 2 8 第 ４ 項 ・ 酒気帯び運転の禁止

各号に掲げる ・ 交通法令の遵守

・ 運転に必要な準備

事 項 で あ っ ２ 信号に従うこと ・ 信号の種類と意味

て、 ・ 信号に対する注意

別表 ３ 標識・標示等に従うこと ・ 標識・標示の種類と意味

第１ ・ 警察官等の指示

第 ４ 車が通行するところ、車が通行して ・ 車道通行の原則と例外

１号 はいけないところ ・ 左側通行の原則と例外

から ・ 車両通行帯のない道路における通行

第 ・ 車両通行帯のある道路における通行

３号 ・ 不必要な車線変更の禁止

まで ・ 標識・標示による通行禁止

・ 歩道・歩行者用道路等の通行禁止と例外

・ 交通状況による進入禁止

５ 緊急自動車等の優先 ・ 緊急自動車の優先

・ 路線バス等の優先

６ 交差点等の通行、踏切 ・ 交差点等の通行方法

・ 交差点を通行するときの注意

・ 交通整理の行われていない交差点の通行方法

・ 踏切の通過方法等

・ 踏切上での故障時等の措置

７ 安全な速度と車間距離 ・ 最高速度

・ 速度と停止距離

・ 安全な速度と車間距離

・ ブレーキのかけ方

・ 徐行

８ 歩行者の保護等 ・ 歩行者の保護（そばを通るとき、横断しているとき

など）

・ 自転車の保護（そばを通るとき、横断しているとき

など）

・ 子供や身体の不自由な人の保護

・ 初心運転者、高齢運転者、聴覚障害のある運転者等

の保護

・ 他人に迷惑をかける運転の禁止

９ 安全の確認と合図、警音器の使用 ・ 安全確認の方法

・ 合図を行う場合と方法

・ 必要以外の合図の禁止

・ 警音器を使用する場合

・ 警音器の使用制限

10 進路変更等 ・ 進路変更の禁止

・ 横断、転回等の禁止

・ 割込み、横切り等の禁止

11 追い越し ・ 追い越しの禁止

・ 追い越しの方法

・ 追い越されるときの注意

12 行き違い ・ 側方間隔の保持

・ 障害物があるときの避譲

13 運転免許制度、交通反則通告制度 ・ 運転免許の仕組み

・ 運転免許証の更新等

・ 点数制度の概要

・ 運転免許の取消し、停止等

・ 初心運転者期間制度

・ 取消処分者講習制度

及び ・ 交通反則通告制度の概要

14 オートマチック車などの運転 ・ オートマチック車の運転

別表第２第１ ・ 先進安全自動車（ＡＳＶ）の運転

号から第３号

まで及び別表

第３第１号か

ら第３号まで

に掲げる事項

に関するもの



(2) 教習時間

府令の規定に基づく教習に係る免許種別ごとの本科目の教習時間を示すと次のとおりとなる。

現有免許

な し 大 型 中 型 準中型 普 通 大型特 大型二 普通二 大型第 中型第 普通第

種別 免 許 免 許 免 許 免 許 殊免許 輪免許 輪免許 二種免 二種免 二種免

許 許 許

大型免許 １０ － ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０

中型免許 １０ － － ０ ０ ０ ０ ０ － － ０

準中型免許 １０ － － － ０ ０ ０ ０ － － ０

普通免許 １０ － － － － ０ ０ ０ － － －

大型特殊免許 １０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０ ０

大型二輪免許 １０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０

普通二輪免許 １０ ０ ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

牽引免許 － － ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

（注） 現有免許「なし」の者がカタピラ限定大型特殊免許に係る教習を受けようとする場合は、学科（二）を含

めて22時限である。

(3) 教習方法

学科（一）の教習は、高い教習効果を得るため、(1)の項目名１（運転者の心得）を修了した者に対して行うこ

と。

なお、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、教習を行う前に聴覚障害者の遵守事項について説明を行うこと。

また、特定後写鏡等条件の教習生以外の教習生に対しても、項目８（歩行者の保護等）において、聴覚障害者標識

を付した自動車に対する配慮等について教習を行うこと。



２ 学科（二）（第２段階）

(1) 教習の科目
ア 一 般

本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。
教 習 規 則 ( 別 表 第 ５ ) 項 目 名 内 容
２ 危険の予測 １ 危険予測ディスカッション ・ 危険予測の重要性
その他の安全 ・ 走行中の危険場面
な運転に必要 ・ 起こりうる危険の予測
な知識 ・ より危険の少ない運転行動

３ 応急救護処 ２ 応急救護処置Ⅰ ・ 応急救護処置とは
置 ・ 実施上の一般的留意事項

・ 救急体制
・ 応急救護処置の基礎知識（ＡＥＤを用いた除細動に
関する事項を含む。）

３ 応急救護処置Ⅱ ・ 負傷者の観察・移動
・ 体位管理
・ 胸骨圧迫（心臓マッサージ）
・ 気道確保
・ 人工呼吸
・ 気道異物除去
・ 止血法

４ 前３号に掲 ４ 死角と運転 ・ 二輪車から、四輪車からの見え方
げるもののほ ・ 死角の事例
か、運転に必 ・ 防衛的運転方法
要な適性の自 ・ 車両間の意思疎通の方法
覚に関するこ ５ 適性検査結果に基づく行動分析 ・ 運転と性格
と、交通事故 ・ 運転適性検査
の実態の理解 ・ 適性検査結果の運転への活用等
に関すること ６ 人間の能力と運転 ・ 認知・判断・操作
その他自動車 ・ 認知・判断・操作に影響を及ぼす要因（飲酒が及ぼ
の運転に必要 す影響等）
な知識 ７ 車に働く自然の力と運転 ・ 車が動き続けようとする力と停止しようとする力

・ 荷物の積み方等と車の安定性
・ カーブ、坂道での運転
・ 二輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方
・ 速度と衝撃力
・ 交通公害の防止、地球温暖化の防止等

８ 悪条件下での運転 ・ 夜間の運転
・ 灯火をつけなければならない場合
・ 点灯制限等
・ 雨のときの運転
・ 霧のときの運転
・ 道路状況の悪いときの運転
・ 非常時等の措置
・ 大地震などのとき

９ 特徴的な事故と事故の悲惨さ ・ 特徴的な事故実態
・ 二輪車の露出性と傷害
・ 交通事故の悲惨さ
・ 人命尊重の精神
・ シートベルトの重要性

10 自動車の保守管理 ・ 自動車各部の保守と手入れ
・ 携行品、工具等の点検及び使用法
・ タイヤの交換方法等
・ 日常点検の方法

11 駐車と停車 ・ 駐車と停車の意味
・ 駐車、停車の禁止と例外
・ 駐車と停車の方法
・ 駐車時間の制限等
・ 車から離れるときの措置
・ 保管場所の確保
・ 駐車の及ぼす影響

12 乗車と積載 ・ 乗車又は積載の方法
・ 乗車又は積載の方法の特例
・ 乗車又は積載の制限
・ 転落等の防止
・ 危険物の運搬

13 けん引 ・ 故障車等のけん引方法
・ けん引の制限

14 交通事故のとき ・ 運転者等の義務
・ 被害者になったとき
・ 現場に居合わせたとき

15 自動車の所有者等の心得と保険制度 ・ 自動車の登録（届出）と検査
・ 保険加入の必要性
・ 自動車保険の種類と仕組み

16 経路の設計 ・ 地図情報の読み取り
・ 経路の設計の仕方
・ 案内標識等の活用
・ 経路を間違えた場合等の対応の仕方
・ ツーリング時の注意

17 高速道路での運転 ・ 通行できない車
・ 速度と車間距離
・ 通行区分等
・ 禁止事項
・ 故障時等の措置
・ 高速道路利用上の心得
・ 走行計画の立て方
・ 本線車道への進入
・ 本線車道での走行
・ 本線車道からの離脱



イ 大型特殊免許を受けようとする者

大型特殊免許に係る学科（二）における教習は、教習規則別表第５第４号に掲げる事項について行うこと（教

習規則第１条第３項第４号）。

ウ 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者

アのほか、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する教習の科目には次のものを加える。

教習規則 項 目 名 内 容

二人乗り運転 18 二人乗り運転に関する知識 ・ 二人乗りに関する法規制の内容

に関する知識 ・ 二人乗りの運転特性

エ 現に免許（小型特殊免許及び原付免許を除く。）を受けている者に対する教習の科目

ア・イ・ウの規定にかかわらず、現に免許（小型特殊免許及び原付免許を除く。）を受けている者に対する科

目の基準の細目についての法令の規定は次のとおりである。

法 令 の 規 定

１ 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、

教習規則別表第５第２号に掲げる事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第１号）。

２ 現に大型特殊免許を受けている者（１に該当する者を除く。）に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、

教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第２号）。

３ 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項につ

いての教習であること（教習規則第１条第４項第３号）。

４ 現に大型特殊免許を受けている者（３又は５に該当する者を除く。）に対する準中型免許又は普通免許に係る学

科教習は、教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普

通自動車の安全な運転（以下「普通自動車の高速運転」という。）に必要な知識についての教習であること（教習

規則第１条第４項第４号）。

５ 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者（３に該当する者を除く。）に対する準中型免許又は普通免

許に係る学科教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識についての教

習であること（教習規則第１条第４項第５号）。

６ 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科

教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知

識についての教習であること（教習規則第１条第４項第６号）。

７ 現に大型特殊免許を受けている者（６に該当する者を除く。）に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学

科教習は、教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り

運転に関する知識についての教習であること（教習規則第１条第４項第７号）。

(2) 教習時間

法令の規定に基づく本科目の教習時間等を示すと次のとおりとなる。

ア 府令の規定に基づく本科目の教習時間の基準

現有免許

な し 大型 中型 準中型免許 普通 大型 大型 普通 大型 中型 普通

免許 免許 準中型車（5 ＡＴ準中型 免許 特殊 二輪 二輪 第二 第二 第二

t）限定準 車（5t）限 免許 免許 免許 種免 種免 種免

中型免許 定準中型免 許 許 許

許

大型免許 １６ － ０ ０ １ １ １ ４ １ １ － ０ ０

中型免許 １６ － － ０ １ １ １ ４ １ １ － － ０

準中型免許 １７ － － － － － １ ５ ３ ３ － － ０

普通免許 １６ － － － － － － ５ ２ ２ － － －

大型特殊免許 １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０ ０

大型二輪免許 １６ １ １ １ １ １ １ ４ － ０ １ １ １

普通二輪免許 １６ １ １ １ １ １ １ ４ － － １ １ １

牽引免許 － － ０ ０ ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

イ 府令の規定及び教習時間

府 令 の 規 定 教 習 時 間

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二 項目名２（応急救護処置Ⅰ）については１時限、項目

輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科（二）（現に普 名３（応急救護処置Ⅱ）については２時限行うこと。

通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免

許を受けている場合を除く。）における教習においては、

応急救護処置教習は３時限行うものとする（府令別表第

４の２の表備考５）。



ウ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間

(ｱ) 大型免許又は中型免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項に係る教習を１ 項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限行う

時限行うこと（教習規則第２条第２号）。 こと。

(ｲ) 準中型免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を 項目名１（危険予測ディスカッション）を２時限、項

受けている者を除く。）に対する教習にあっては、別表 目名17（高速道路での運転）を１時限行うこと（現に普

第５第２号に掲げる事項に係る教習を１時限、現に大型 通自動車を運転することができる免許を受けている場合

特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受 は項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限、現

けている者（現に普通免許又は普通第二種免許を受けて に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免

いる者を除く。）に対する教習にあっては別表第５第２ 許を受けている場合（現に普通免許又は普通第二種免許

号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 を受けているときを除く。）は項目名１（危険予測ディ

に係る教習をそれぞれ１時限、現に普通免許、大型特殊 スカッション）を１時限及び項目名17（高速道路での運

免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は牽引第 転）１時限行うこと。）。

二種免許を受けていない者に対する教習にあっては別表

第５第２号に掲げる事項に係る教習を２時限及び普通自

動車の高速運転に必要な知識に係る教習を１時限行うこ

と（教習規則第２条第６号、第７号、第８号）。

(ｳ) 普通免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び普通自動車 項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限、項

の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ１時限行 目名17（高速道路での運転）を１時限行うこと。

うこと（教習規則第２条第10号）。

(ｴ) 大型二輪免許又は普通二輪免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び大型自動二 項目名１（危険予測ディスカッション）と項目名18（二

輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に 人乗り運転に関する知識）を合わせて１時限行うこと。

係る教習を１時限行うこと（ただし、現に普通二輪免許

を受けている者に対する教習を除く。）（教習規則第２

条第12号）。

(3) 教習方法

府令の規定及び教習方法は次のとおりである。

府 令 の 規 定 教 習 方 法

応急救護処置に必要な知識の教習は、府令第33条第 ① 項目名２（応急救護処置Ⅰ）のうち、ＡＥＤを用い

５項第２号ロに定める者（第一種免許に係る教習指導員 た除細動については、その概要、ＡＥＤの設置場所及

（準中型自動車を運転することができる免許（仮免許を び一般向けの講習について、教本等を用いて説明する

除く。）及び普通自動二輪車を運転することができる免 こと。

許を現に受けている者（免許の効力を停止されている者 ② 項目名３（応急救護処置Ⅱ）は２時限連続して行

を除く。））であって公安委員会が応急救護処置の指導 い、また、項目名２（応急救護処置Ⅰ）と項目名３

に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、か （応急救護処置Ⅱ）はできるだけ連続して行うこと。

つ、模擬人体装置（人体に類似した形状を有する装置で ③ 項目名３（応急救護処置Ⅱ）については、１人の教

あって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の 習指導員が教習を行う教習生の人数はおおむね10人

応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有 以下とさせること。

するものをいう。）による応急救護処置に関する実技訓 ④ 模擬人体装置を使用する内容は、気道確保、人工呼

練を含むものであること。（府令第33条第５項第２号 吸、心臓マッサージとし、当該装置の数は、高い教習

ニ）。 効果を得るため、教習生４人に対して大人全身２体（全

身１体及び半身１体でも差し支えないものであるこ

と。）であること。

－ 項目名１（危険予測ディスカッション）について

① 大型免許及び中型免許に係る教習にあっては技能教

習の第２段階項目名８（危険を予測した運転）、準中

型免許に係る教習にあっては技能教習の第２段階項

目名11（危険を予測した運転）及び21（危険を予測

した運転）のそれぞれ（現に大型特殊免許、大型特

殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている場合

（現に普通免許又は普通第二種免許を受けていると

きを除く。）は、項目名21（危険を予測した運転）の

み。）、普通免許に係る教習にあっては技能教習の第

２段階項目名13（危険を予測した運転）、大型自動二

輪車又は普通自動二輪車についての教習にあっては

技能教習の第２段階項目名15（危険を予測した運転）



の直後の時間に連続して行うこと。

② 異なる免許の種類についての教習生を対象に行う場

合は、次の表の左欄の技能教習の形態に対応する右欄

によるものとさせること。

学科教習の

項目名「危

教習 技能教習の項目名「危険を予測 険予測ディ

課程 した運転」の教習形態 スカッショ

ン」の教習

形態

普通 運転シミュレー 大型二輪免許 大型二輪免

二輪 ターを使用した との合同の場 許との合同

免許 教習 合 教習

大型 運転シミュレー 普通二輪免許 普通二輪免

二輪 ターを使用した との合同の場 許との合同

免許 教習 合 教習

③ 準中型免許に係る特定後写鏡等条件の教習生には、

第２段階項目名11（危険を予測した運転）及び21（危

険を予測した運転）、普通免許に係る特定後写鏡等条

件の教習生には、第２段階項目名13（危険を予測し

た運転）の、それぞれ直後の時間に行うこととされ

ていること及び特に次の事項について教習を行う必

要があることから、１人の教習指導員による個別の

対話形式により行わせること。ただし、複数の特定

後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手

段を確保されているときは、複数の特定後写鏡等条

件の教習生によるディスカッションを実施させても

差し支えない。

また、運転する場合に危険を感じる場面への対処

に関し、質疑を行い、今後、運転を実際に行い気付

いた事項について、警察への連絡を依頼させること。

ア 踏切を通過しようとするときにおいて列車が接

近してきたことを周囲の交通の状況から認知する

方法（準中型免許に係る特定後写鏡等条件の教習

生については、第２段階項目名11（危険を予測し

た運転）の直後の時間に行う場合に限る。）

イ 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の

状況から視覚により認知する方法（準中型免許に

係る特定後写鏡等条件の教習生については、第２

段階項目名11（危険を予測した運転）の直後の時

間に行う場合に限る。）

ウ その他交通の状況を聴覚により認知することが

できない状態でする運転に係る危険があるおそれ

がある交通の状況及び当該状況における安全な運

転の方法

項目名３（応急救護処置Ⅱ）について

特定後写鏡等条件の教習生に対する呼吸状態の観察

・判断については、胸の動きを目で観察させるとともに、

頬で呼気を感じるかを体験させる方法により行わせるこ

と。



第２ 第二種免許に係る学科教習の標準

１ 学科（一）（第１段階）
(1) 教習の科目
ア 本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教習規則（別表第６） 項 目 名 内 容
１ 法 第 1 0 8条 の 2 8 １ 第二種運転免許の意義 ・ 第二種運転免許の意味
第４項各号に掲げる ・ 第二種運転免許が設けられている理由
事項であって、別表 ・ 旅客自動車の運転者の運行実態
第４第１号から第３ ・ 第二種免許取得者に求められる資質
号に掲げる事項に関 ２ 信号に従うこと ・ 信号の種類と意味
するもの ・ 信号に対する注意

３ 標識・標示等に従うこと ・ 標識・標示の種類と意味
・ 警察官等の指示

４ 車の通行するところ、車の通行し ・ 車道通行の原則と例外
てはいけないところ ・ 左側通行の原則と例外

・ 車両通行帯のない道路における通行
・ 車両通行帯のある道路における通行
・ 不必要な車線変更の禁止
・ 標識・標示による通行禁止
・ 歩道・歩行者用道路等の通行禁止と例外
・ 交通状況による進入禁止

５ 路線バス等の優先 ・ 路線バス等の優先
６ 交差点等の通行、踏切 ・ 交差点等の通行方法

・ 交差点を通行するときの注意
・ 交通整理の行われていない交差点の通行方法
・ 踏切の通過方法等
・ 踏切上での故障時等の措置

７ 安全な速度と車間距離 ・ 最高速度
・ 速度と停止距離
・ 安全な速度と車間距離
・ ブレーキのかけ方
・ 徐行

８ 歩行者の保護等 ・ 歩行者等のそばを通るとき
・ 横断中の歩行者等の保護
・ 子供や身体の不自由な人の保護
・ 初心運転者、高齢運転者、聴覚障害のある運
転者等の保護

・ 他人に迷惑をかける運転の禁止
９ 安全の確認と合図、警音器の使用 ・ 安全確認の方法

・ 合図を行う場合と方法
・ 必要以外の合図の禁止
・ 警音器を使用する場合
・ 警音器の使用制限

10 進路変更等 ・ 進路変更の禁止
・ 横断、転回等の禁止
・ 割込み、横切り等の禁止

11 追越し ・ 追越しの禁止
・ 追越しの方法
・ 追越されるときの注意

12 行き違い ・ 側方間隔の保持
・ 障害物があるときの避譲

13 駐車と停車 ・ 駐車と停車の意味
・ 駐車、停車の禁止と例外
・ 駐車と停車の方法
・ 駐車時間の制限等
・ 車から離れるときの措置
・ 保管場所の確保
・ 駐車の及ぼす影響

14 乗車と積載 ・ 乗車又は積載の方法
・ 乗車又は積載の方法の特例
・ 乗車又は積載の制限
・ 転落等の防止
・ 危険物の運搬

15 交通事故のとき ・ 運転者等の義務
・ 被害者になったとき
・ 現場に居合わせたとき

16 旅客自動車に係る法令の知識 ・ 旅客自動車の運転者の心得
・ その他旅客自動車の運転者として必要な法令
の知識

２ 身体障害者、高齢 17 身体障害者等への対応 ・ 子供、高齢者の行動特性を理解した運転行動
者等が旅客である場 と対応
合における旅客自動 ・ 身体障害者の行動特性を理解した運転行動と
車の安全な運転その 対応
他の交通の安全の確
保について必要な知
識



イ 現に免許を受けている者に対する教習の科目

現に免許を受けている者に対する科目の基準の細目に係る法令の規定は次のとおりである。

法 令 の 規 定

大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第６第２号

に掲げる事項であること（教習規則第１条第４項第９号及び第10号）。

(2) 教習時間

ア 府令の規定に基づく本科目の教習時間は次のとおりである。

現有免許
準中型 大型特殊

中型 普通 大特 牽引

大型免許 中型免許
免許

普通免許 免許 第二種 第二種 二種 二種

種別 免許 免許 免許 免許

大型第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ ０ ０ １ １

中型第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ － ０ １ １

普通第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ － － １ １

イ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準についての細目

法 令 の 規 定 教 習 時 間

現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けてい －

る者に対する教習を除き、別表第６第２号に掲げる事

項に係る教習を１時限行うこと（教習規則第２条第14

号）。

(3) 教習方法

法令の規定及び教習方法は次のとおりである。

法 令 の 規 定 教 習 方 法

－ 学科（一）の教習は、(1)の表の項目１（第二種運転免許

の意義）を修了した者に対して行うこと。

－ 項目17（身体障害者等への対応）における教習方法は次

のとおりである。

ア 大型第二種免許に係る教習にあっては、バス型の大

型自動車（必要に応じバス型の中型自動車又は普通自

動車）を、中型第二種免許に係る教習にあっては、バ

ス型の中型自動車（必要に応じバス型の大型自動車又

は普通自動車）を、普通第二種免許に係る教習にあっ

ては、普通自動車（必要に応じバス型の大型自動車又

は中型自動車）を用い、自動車教習所のコースその他

の設備において実習形式により行わせること。

イ 教習の一部として、車椅子利用者に係る乗降時の対

応要領について、教習指導員又は教習生が互いに運転

者又は乗客となって実習形式で行わせること。

なお、この場合、車椅子を使用することが望ましい

ものとするが、車椅子に代えて椅子を使用しても差し

支えないものとする。

ウ 教習の一部（約20分以内）については、ビデオを使

用した教習を行わせることができるものとする（ただ

し、教習から教習への移動時間が短いものに限らせる

こと。）。

エ 本教習は、教習指導員１名が６人以内の教習生に対

し行うことができるものとする。

また、本教習は大型第二種免許、中型第二種免許及

び普通第二種免許に係る教習を合同で実施することが

できるものとする。



２ 学科（二）（第２段階）

(1) 教習の科目

ア 本項目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教習規則（別表第６） 項 目 名 内 容
３ 旅客自動車の運転 18 危険予測ディスカッション ・ 危険予測の重要性
に係る危険の予測そ ・ 走行中の危険場面
の他の安全な運転に ・ 起こりうる危険の予測
必要な知識 ・ より危険の少ない運転行動

４ 応急救護処置 19 応急救護処置Ⅰ ・ 応急救護処置とは
・ 実施上の一般的留意事項
・ 救急体制
・ 具体的な実施要領（ＡＥＤを用いた除細動に

関する事項を含む。）
・ 各種傷病者に対する対応
・ まとめ

20 応急救護処置Ⅱ ・ 傷病者の観察・移動
・ 体位管理
・ 心肺蘇生
・ 気道異物除去
・ 止血法
・ 包帯法
・ 固定法

５ 前４号に掲げるも 21 適性検査結果に基づく行動分析 ・ 運転と性格
ののほか、旅客自動 ・ 運転適性検査
車の運転に必要な適 ・ 運転適性検査結果の運転への活用等
性の自覚に関するこ ・ 運転行動と経済性
と、旅客自動車に係 22 安全運転と人間の能力 ・ 二輪車から、四輪車からの見え方
る交通事故の実態の ・ 死角の事例
理解に関することそ ・ 防衛的運転方法
の他の旅客自動車の ・ 車両間の意思疎通の方法
運転に必要な知識 ・ 認知・予測・判断・操作

・ 認知・予測・判断・操作に影響を及ぼす要因
23 車に働く自然の力と運転 ・ 車を動かし続けようとする力と停止しようと

する力
・ 乗客の乗車状況、荷物の積み方等と車の安定
性

・ カーブ、坂道での運転
・ 速度と衝撃力
・ 交通公害の防止、地球温暖化の防止等

24 悪条件下での運転１ ・ 雨のときの運転
・ 霧のときの運転
・ 道路状況の悪いときの運転
・ 非常時等の措置
・ 大地震などのとき

25 悪条件下での運転２ ・ 夜間の運転
・ 灯火をつけなければならない場合
・ 点灯制限等

26 経路の設計 ・ 地図情報の読み取り
・ 経路の設計の仕方
・ 案内標識等の活用
・ 経路を間違えた場合等の対応の仕方

27 高速道路での運転 ・ 通行できない車
・ 速度と車間距離
・ 通行区分等
・ 禁止事項
・ 故障時等の措置
・ 高速道路利用上の心得
・ 走行計画の立て方
・ 本線車道への進入
・ 本線車道での走行
・ 本線車道からの離脱

28 特徴的な事故と事故の悲惨さ ・ 特徴的な事故実態
・ 交通事故の悲惨さ
・ 車の安全装置の重要性

29 自動車の機構と保守管理 ・ 自動車の機構と取扱い
・ その他の装置の取扱い方
・ 車両の日常点検と故障時の応急措置
・ タイヤの交換、チェーンの着脱など



イ 現に免許を受けている者に対する教習の課目
現に免許を受けている者に対する本科目の基準に伴う法令の規定を示すと次のとおりとなる。

法 令 の 規 定
１ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者（下記２に該当する者を除く。）に対する学
科教習は、教習規則別表第６第３号、第４号及び第５号に掲げる事項（高速自動車国道及び自動車専用道路におけ
る道路交通法第85条第11項の旅客自動車の安全な運転（以下「旅客自動車の高速運転」という。）に必要な知識並
びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転（以下「経路
の設定による旅客自動車の運転」という。）に必要な知識を除く。）についての教習であること（教習規則第１条第
４項第８号）。

２ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許又は牽
引自動車第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第６第３号及び第４号に掲げる
事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第９号）。

３ 現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者（前記２に該当する者を除く。）に対する学科教習
は、教習規則別表第６第３号及び第４号に掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による
旅客自動車の運転に必要な知識についての教習であること（教習規則第１条第４項第10号）。

(2) 教習時間
ア 府令の規定に基づく教習時間は次のとおりである。

現有免許
準中型 大型特殊 中型 普通 大特 牽引

大型免許 中型免許
免許

普通免許 免許 第二種 第二種 二種 二種

種別 免許 免許 免許 免許

大型第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ ０ ０ ８ ８

中型第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ － ０ ８ ８

普通第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ － － ８ ８

（注） 大特二種免許又は牽引二種免許を受けている者が合わせて大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受け

ている場合における学科（二）の教習時間は、それぞれ７時限となる（府令別表第４の２の備考４）。

イ 府令の規定及び教習時間

府 令 の 規 定 教 習 時 間
大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二 項目19（応急救護処置Ⅰ）については２時限、項目名20

種免許に係る学科（二）（大型第二種免許又は中型第二 （応急救護処置Ⅱ）については４時限行うこと。
種免許に係る教習にあっては、それぞれ現に中型第二
種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を
受けている場合を除く。）においては、応急救護処置教
習をそれぞれ６時限行うものとする。（府令別表第４の
２の表備考５）。

ウ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間

法 令 の 規 定 教 習 方 法

現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けてい 項目名１８（危険予測ディスカッション）を１時限行う

る者を除き、別表第６第３号に掲げる事項に係る教習 こと。

を１時限行うこと（教習規則第２条第15号）。

(3) 教習方法
法令の規定及び教習方法は次のとおりである。

法 令 の 規 定 教 習 方 法
応急救護処置に必要な知識の教習は、府令第33条第 ① 項目名19（応急救護処置Ⅰ）及び項目名20（応急救護

５項第２号ロ（第二種免許に係る教習指導員（大型第 処置Ⅱ）はできるだけ連続して行うこと。
二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に ただし、やむを得ず分割する場合は、項目名19（応急
受けている者（免許の効力を停止されている者を除く。） 救護処置Ⅰ）を２時限連続して実施し、次の機会（教習
に限る。））に定める者であって公安委員会が応急救護 と教習の間には他の教習は挟まないこと。）残りの教習を
処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行う ２時限以上ずつ実施させること。
こととし、かつ、模擬人体装置（人体に類似した形状 ② 項目名19（応急救護処置Ⅰ）のうち、ＡＥＤを用いた
を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マ 除細動については、その概要、ＡＥＤの設置場所及び一
ッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うた 般向けの講習について、教本等を用いて説明すること。
めに必要な機能を有するものをいう。以下同じ。）によ ③ 項目名20（応急救護処置Ⅱ）については、実技訓練に
る応急救護処置に関する実技訓練を含むものであるこ おける指導をきめ細かく行い、１人の教習指導員が教習
と（府令第33条第５項第２号ニ）。 を行う教習生の人数はおおむね10人以下とさせること。

④ 模擬人体装置を使用する内容は、気道確保、人工呼吸、
心臓マッサージとし、当該装置の数は、高い教習効果を
得るため、教習生４人に対し、大人全身２体（大人全身
１体及び大人半身１体でも差し支えないものとする。）及
び乳児全身１体であること。

－ 項目名18（危険予測ディスカッション）における教習方
法は次のとおりである。
大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に

係る応用走行における項目（危険を予測した運転）を２時
限連続で実施した後に、引き続き連続して行うこと。
ただし、３時限連続して実施できない場合は、少なくと

も前記技能教習を１時限実施した後に引き続き連続して本
教習を実施させること。



別添２ 路端停車コース

Ｂ Ａ

○ポール

Ｃ

Ｄ

区分 長 さ

記号

コースの区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

大型免許コース ２．５ｍ ８．０ｍ ０．３ｍ １２．０ｍ

大型第二種免許コース ２．５ｍ ５．０ｍ ０．３ｍ １０．０ｍ

中型免許・中型第二種

２．５ｍ ４．０ｍ ０．３ｍ ８．０ｍ

免許コース



別添３ 隘路コース

Ｄ

Ｃ Ｅ

Ｂ

Ｄ Ａ

区分 長 さ

記号

コースの区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

大型免許・大型第二種 １２．０ｍ ３．０ｍ ６．０ｍ １２．０ｍ ２．０ｍ

免許コース

中型免許・中型第二種 ８．０ｍ ２．７ｍ ６．０ｍ ８．０ｍ １．５ｍ

免許コース



別添４ 縦列駐車コース

Ａ

Ｂ

Ａ

区分 長 さ 幅

記号

コースの区分 Ａ Ｂ

大型免許コース ３．０ｍ １６．５ｍ

大型第二種免許コース ３．０ｍ １５．０ｍ

中型免許・中型第二種

３．０ｍ １３．０ｍ

免許コース

準中型免許・普通免許

・普通第二種免許コース ２．２ｍ ７．５ｍ



別添５ 指定速度からの急停止コース

急停車区間

Ｂ

Ａ

○

1.5メートル

○

8ﾒｰﾄﾙ 11ﾒｰﾄﾙ 14ﾒｰﾄﾙ

急制動開始線 急停止限界線

注１ 急停止区間は、次表のとおりとする。

指 定 速 度 急停止区間（メートル）

区 分

（キロメートル毎時） 乾 燥 時 湿 潤 時

大 型 自 動 二 輪 車 ４０ １１ １４

普 通 自 動 二 輪 車 ４０ １１ １４

普通自動二輪車(小型限定) ３０ ８ １１

注２ 急制動開始線は、ロード・コーン（大）とする。

注３ 急停止限界線の表示は、図示のとおりとし、その長さＡは、0.25ﾒｰﾄﾙ、幅Ｂは、

0.15ﾒｰﾄﾙとする。



別添６ ８の字コース

区 分 図示の記号 寸 法

幅 Ａ ２メートル

半径 Ｂ 5.5メートル

出入口部の長さ Ｃ ２メートル以上

出入口部の幅 Ｄ ２メートル

備考 出入口部は２カ所以上設けるものとする。



別添７ スキッド教習車コース



別添８ 身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲

身体障害の状態

教習車種の範囲 教習車両及び検定車両

部位 程 度

１ 両手の指のうち親指以外 １ 標準試験車

の２指を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

全 車 種 満の車両、軽車等）とす

ることができる。

３ 二輪車については、障

害の状態によりギア操作

が出来ない場合は、オー

トマチック車とするこ

と。

２ 両手の指のうち親指を含 １ 標準試験車

めて２本を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

両 該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

※ 上記車両については、

障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

上 ートマチック車とするこ

３ 両手の指のうち４本を欠 と。

くもの。

大型二輪車及び普通

二輪車を除く車種

肢

４ 両手の指の全てを欠くも

の。



５ 両上肢をひじ関節を残し オートマチック車で次に

て先の部分を欠くもので、 掲げるもの。

運転操作上有効な義手を使 １ 標準試験車

用するもの。 ２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

両

上

６ 両上肢をひじ関節以上で 下肢で運転できるオート

欠くもの、又は両上肢の用 マチック車で次に掲げるも

を全く廃したもの。 の。

１ 標準試験車

２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

肢 さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

１ 片手のうち親指を含めた １ 標準試験車

３指を欠くもの。 ２ 普通自動車について

片 は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

上 全 車 種 満の車両、軽車等）とす

ることができる。

肢



２ 片手のうち４指又は５指 １ 標準試験車

を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

３ 片手を欠くもの。 4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

※ 上記車両については、

障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

ートマチック車とするこ

と。

片 大型二輪車及び普通

４ 片上肢をひじ関節を残し 二輪車（ＡＴ小型二

て先の部分を欠くもの、又 輪車を除く。）を除

はこれと同等の機能障害の く車種

あるもの。

上

肢

５ 片上肢を肩関節から先の オートマチック車で次に

部分で欠くもの、又は肩上 掲げるもの。

肢の機能を全廃したもの。 １ 標準試験車

２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ4.

40ｍ未満・幅1.69ｍ未満

大型二輪車及び普通 の車両、軽車等）とする

二輪車を除く車種 ことができる。



１ 両下肢をひじ関節から先 手動式（アクセル、ブレ

の部分が欠くもの、又は両 ーキを上肢で操作できる構

下肢の機能を全廃したも 造のもの。以下同じ。）の

の。 オートマチック車で、次に

掲げるもの。

１ 標準試験車

２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

両 ２ 両下肢をひざ関節から先

の部分で欠くもので、運転

操作上有効な義足（以下本

表において「義足」とい

う。）を使用できないも

の。

下

肢

３ 両下肢をひざ関節から先 １ 標準試験車

の部分で欠くもので、義足 ２ 普通自動車について

を使用できるもの。 は、標準試験車の規格に

４ 両下肢を足関節を残して 該当しない車両（長さ

欠くもの、又はこれと同等 4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

の機能障害のあるもの。 満の車両、軽車等）とす

大型二輪車及び普通 ることができる。

二輪車（小型二輪車

を除く。）を除く車 ※ 上記車両については、

種 障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

ートマチック車又は手動

式のオートマチック車と

すること。



１ 片下肢を股関節から先の オートマチック車で次に

部分で欠くもの、又は片下 掲げるもの。

肢の機能を全廃したもの。 １ 標準試験車

２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ4.

40ｍ未満・幅1.69ｍ未満

の車両、軽車等）とする

ことができる。

片 ２ 片下肢をひざ関節から先 大型二輪車及び普通

の部分で欠くもので、義足 二輪車を除く車種

を使用できないもの。

下

肢

３ 片下肢をひざ関節から先 １ 標準試験車

の部分で欠くもので、義足 ２ 普通自動車について

を使用できるもの。 全 車 種 は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ4.

40ｍ未満・幅1.69ｍ未満

の車両、軽車等）とする

ことができる。

障 オートマチック車で次に

害 掲げるもの。

が １ 標準試験車

重 ２ 標準試験車の規格に該

複 片手及び片足を欠くもの。 普 通 自 動 車 当しない普通自動車（長

す さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

る 未満の車両、軽車等）

場

合



別添９

大型二輪免許・普通二輪免許に係る教習における「運転シミュレーターを使用しない場合」の教習指導要領

第１段階

項目名13 車両特性を踏まえた運転

１ 目標

車の傾き具合等二輪の車両特性を意識し、注意深く路面の状態をつかむことができる。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

① 傾きを意識し ・ カーブ半径の異なるコ ・ 当該項目の初めのおおむね10 ・ 教習生の技量、コースの広狭、他の教習車両等

た走行等 ースを連続走行し、速度 分間は、指導員が運転し、教習 事故防止に十分注意し、無理をさせないこと。

やカーブ半径によってバ 生を後部座席に同乗させバンク

ンク角が異なることを体 を体験させる。 ・ あらかじめ停止状態で頭の傾け方や目線の向け

験させる。 ・ 低速から、徐々に速度を上げ 方を習得させてから、実走を行う。

・ 二輪車は、ハンドルを バンクの必要性と要領を習得さ

切って曲がるより、車体 せる。 ・ 同乗でのバンク体験の後、指導員の先導によっ

を傾けることによって小 ・ 速度が低い場合は、車体を傾 て右回り、左回り、速度の変化、カーブ半径等に

回りしやすくなることを ける必要がなく、バンクが必要 よるバンク角の違いを体験させる。

理解させる。 なケースを周回コースで習得さ

・ 同じカーブでもバンク せる。 ・ 対向車線に飛び出さないように注意する。

角が異なってくることを ・ バンクをかけた場合の不安定

教える。 性を指導員による走行で理解さ ・ 車種を変えて、比較体験させることも効果的で

・ 同じ速度でもカーブ半 せる。 ある。

径が小さい程、傾きをつ

けなければ曲がりにくい

ことを理解させる。

② 路 面 の 読 み ア 路面の読み方 ａ 悪路での運転 ＊ 路面の種類としては

方、カーブの読 ・ 路面の種類によって ・ ニー・グリップを確実にし ・ アスファルト舗装

み方 摩擦係数が異なり、路 て腰を浮かせるようにして、 ・ コンクリート舗装

面の状況に応じた運転 上半身のバランスを保つ。 ・ 乾燥、湿潤

の仕方が必要であるこ ・ ハンドルをしっかり保持 ・ 砂利道

とを理解させる。 し、横滑りをさせないように ・ ぬかるみ

・ 二輪車は、路面の状 する。 ・ 凸凹道

況に影響を受けやすく ・ 急に方向を変えたり、急発 ・ レール

先を読んだ運転が必要 進、急ブレーキなどの急激な ・ わだち



であることを教える。 操作はしない。 ・ 路面の特殊性

・ 路面に応じた運転で ・ 凸凹のある悪い路面では、 などの説明と、運転方法を理解させる。

湿潤路面での運転につ その前までにブレーキをかけ

いては実車による体験 る等して十分な速度調整をし

を行う。 て通過する。

ｂ 湿潤路面での運転

・ 停止距離が著しく長くなる ＊ 降雨等で湿潤路面を走行する場合があるので、

ので速度はひかえめにし、前 その場合の注意しなければならない事項について

車との車間距離を多めにとっ 体験させる。

て走行する。 ＊ 路面の変化によって停止距離が異なる一例とし

・ 急発進、急ブレーキ、急ハ て実車によって行う。

ンドル、急加速などの急激な

操作はしない。

・ 原付等の小型車で湿潤路で

の停止距離の変化を体験させ

る。

・ 湿潤路の設定は、おおむね

５メートル以上とする。

イ カーブの読み方 ａ 周回コースを使用し、カーブ ・ カーブは見通しのきかない場合が多く、カーブ

・ カーブ進入時の速度 進入時の走行位置をおおむね定 状況や路面の状態を読み取りにくいので、減速時

調整 めて走行させる。 期はいつも一定ではないことを指導する。

ｂ コースの状況から判断して、 ・ カーブを出る場合は、無理のない安全な速度ま

不安のない速度や走行位置を選 で戻すことで、決して急いでカーブを出ることで

ばせる。 はないことを指導する。

・ コーナリングフォー ・ コーナリングフォームの基本 ・ 路面が滑りやすい場合は、できる限り車体をバ

ム 形は、リーンウィズであるが、 ンクさせないリーンインが有効で、見通しのきか

路面状態や見通しによりフォー ない場合では、頭を外側に移動しやすいリーンア

ムを選択して走行することを説 ウトが効果的であることを理解させる。

明する。

・ いろいろなカーブに ａ 周回コースのカーブや四輪車 ・ 車間距離を保ちやすい速度で先導する。

応じた走行 のＳ字等を使用して指導員の後 ・ 適宜、指導員が教習生の後方を追走して、アド

を追従して走行させる。 バイスを行う。

ｂ 複数教習の場合は、走行順序 ・ 教習生に他の教習生の走行を観察させた上で、

を変えて実施する。 お互いに検討させ、カーブ事故の防止を見据えた

指導を行う。



第２段階

項目名１ 路上運転に当たっての注意と法規走行（普通二輪免許に限る。）

１ 目標

所内コースと実際の道路の違いを理解するとともに、交通法規に従い、市街地の走行を体験する。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

市街地での交通 ・ 場内又は市街地を通行 ・ コース全体を観察することが ・ 市街地を走行するイメージを作り上げ、これか

法規を踏まえた走 している他車（者）等の できる場所（二輪指導塔、コー らの教習を進める上で、安全運転に必要な情報を

行 様子を観察させ、法規走 スに面した教室など）又は教習 的確に読み取り、適切に判断して運転すること、

行の重要性や必要性を認 所付近の交通量の多い道路にお 運転するときに守るべきことを十分に理解させる

識させるとともに、安全 いて行う。 必要がある。

運転に必要な情報等の読

み取りの必要性を理解さ ・ 交通法規を守って走行するこ ・ 場内教習を進めていく上でも、お互いにルール

せる。 とが道路交通の場で重要である を守ることや安全運転に必要な情報の読み取り

ことを理解させる。 が、教習中の交通事故防止に必要であることも併

・ 指導員が先導して、交 せて理解させておく。

差点の右左折や進路変更 ・ 交通法規を守るだけでなく、

を行い、その走行を追尾 安全運転に必要な情報の的確な ・ 安全を確保した走行とする。

により観察させる。 読み取りの必要性や交通マナー

（適宜、指導員が追尾し としての譲り合いなどを解説す ・ 右左折、信号機及び標識・標示による法規走行

た教習を実施する。） る。 等基本的な内容を主とすること。

・ 口頭での指導を積極的かつ効 ・ コース又は道路を観察する時間については、そ

果的に盛り込む。 の後の実車走行の時間を確保したものとするこ

と。



第２段階

項目名15 危険を予測した運転（普通二輪免許に限る。）

１ 目標

他の交通との関わりにおける危険を的確に予測し、危険の少ない運転行動を選べる。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

① 危険要因のと ・ 道路上における指導員 ・ 指導員が二輪車を運転し、交 ・ ３名までの複数教習で行うことができる。

らえ方 の模範運転の観察や、指 通が輻輳する交差点、交通が閑 ・ 右直事故、直右事故、出合頭事故、横断歩行者

導員の解説（コメンタリ 散な道路、裏路地等を走行し、 妨害、巻き込み（巻き込まれ）事故など事故実態

ードライビング）によ その後方から指導員が運転する や危険な違反を想定して、予めコースを定めてお

り、危険予測能力及び危 四輪車に教習生を同乗させて追 く。

険対応能力を習得させ 尾しながら予想される危険や対 ・ 走行するコースの略図を用い、教習生に気付い

る。 応の仕方について指導する。 たことや、気になった点などを記入させてもよ

・ 予め予測される路上コース上 い。

の危険パターンのポイントをつ ・ 危険場面に直面したとき、経験や知識により危

かんでコメントする。 険感受の度合や行動を起こす判断基準に個人差が

・ 路端に停止し、他の交通の動 あることを理解させる。

きを観察させ、その良し悪しを ・ 引き続きディスカッションが行われることを念

判断させる。 頭においたコメントとする必要がある。

〔以上は、内容の全てに共通とす

る。〕

・ 危険要因のとらえ方を

つかむ。

ア 情報を早くとらえる。 ａ 視点を遠くとらせ、情報をで ・ 単に遠くを見るというだけでなく、具体的な注

（時期） きるだけ早くとらえさせる。 視距離や視点を指導する。

イ 情報を広くとらえる。 ｂ 視野を広くとらせ、必要な情 ・ 中心視でキョロキョロ見るのではなく、周辺視

（範囲） 報を広範囲にとらえさせる。 で対象物の動きをとらえることを強調する。

ウ 情報を取捨選択する。 ｃ とらえた情報の中から注意を ・ 情報の中から、危険性の高い情報を選択し、対

（選択） 要する情報や危険につながる情 応の仕方を理解させる。

報を取捨選択させる。

エ 情報を深くとらえる。 ｄ 危険度合の高い情報に対して ・ 人間の目は視野（見える範囲の広さ）と視力

（深さ） は、目の中心で注視させ、その （見える度合い）が両立していないので、状況に

状況を深くとらえさせる。 より中心視と周辺視のバランスよい活用が必要で

あることを理解させる。



② 起こりうる危 ・ 危険要因に対する予測

険の予測 の仕方をつかむ。

ア 顕在危険を予測する。 ・ 目に見える危険要因（他車や ・ どのような相手が、どこを見ているか、自車に

歩行者等）をよく観察させ、そ 気付いているか等観察させ、相手の行動を予測さ

の兆しをとらえ自車との関わり せ「だろう運転」でなく、「かもしれない運転」

が、どう出てくるかを予測させ に徹することを強調する。

る。（相手の行動を予測させ

る。）

イ 潜在危険を予測する。 ・ 目に見えない危険要因（見通 ・ 目に見えない危険要因をとらえる方法として、

しの悪い交差点、駐車車両、死 屋根上情報、床下情報、影による情報等による予

角）から生じる危険に対して、 測の仕方があることを理解させる。

適切な予測をさせる。

③ 危険の少ない ・ 危険の少ない運転行動 ・ 危険が予測される状況に対し

運転行動の選び の選び方をつかむ。 て、安全な対応行動の選び方を

方 指導する。

ア 危険に備えた速度にす ・ 万一危険が発生した場合でも ・ 速度に応じて停止距離と危険範囲の広がりが変

る。 安全に対応できる速度を選ばせ 化することを理解させる。

「構え運転」をさせる。

イ 適切な走行位置をと ・ 危険の少ない走行位置を選ば

る。 せる。

ａ 危険対象物をとらえやすい走

行位置を選ばせる。

ｂ 相手から見えやすい走行位置

を選ばせる。

ｃ もし危険が飛び込んできても ・ 特に、二輪車は車体が小さいことから四輪車か

回避できる走行位置を選ばせ ら見落とされやすいので、自車の存在を相手に知

る。 らせる工夫も必要であることを理解させる。

ウ 安全空間をとる。 ・ 危険対象物に対する安全空間

のとり方を指導する。

ａ 前車との車間距離をいろいろ

変化させ、適切な安全空間を感

覚で覚えさせる。 ・ 速度を上げるか進路を譲るかを判断させる。

ｂ 後車を観察させ、後車との安 ・ 対象物の状況により、安全空間の保ち方が異な

全空間を適切に保つようにさせ ることを理解させる。

る。 ・ 速度によってお互いの安全空間の広がりが変わ



ｃ 歩行者や駐車車両等の側方通 ることを理解させる。

過時に、適切な安全空間を保つ ・ 先導する二輪車の運転状況をビデオで撮り、デ

ようにさせる。 ィスカッションで活用することも効果的である。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２１）

根 拠 条 項 ：第９９条第１項

処 分 の 概 要 ：指定自動車教習所の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の２第４項（技能検定員）

技能検定員審査等に関する規則第４条（技能検定員審査の審査方

法等 、第６条（技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能）

及び知識を有すると認める者としての認定 、第７条（技能検定員）

資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：技能検定員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：７日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：



別紙

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路交通法（以下「法」という。）第９９

条の２第４項の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。

１ 法第９９条の２第４項第１号ハ関係

法第９９条の２第４項第１号ハの「同等以上の技能及び知識を有すると認める者」の認定の基

準は、技能検定員審査等に関する規則第６条に規定されているが、同条第１号の「技能試験に関

する事務に３年以上従事した者」とは、技能試験官として公安委員会の指定を受けて技能試験に

関する事務に３年以上従事した者又は他の試験事務（学科、適性、教習所の立会検査等）兼務で

技能試験に関する事務に３年以上従事した者をいう 「３年以上」とあるのは、通算した年数と。

する。

また、同条第２号の「技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認め

られる者」とは、道路交通法の一部を改正する法律（平成５年法律第４３号）附則第６条第１項

の規定により法第９９条の２第１項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者等をい

う。

法第９９条の２第４項第１号ハの認定は、技能検定員資格者証の交付申請が行われた際に併せ

て行われるものとする。

２ 法第９９条の２第４項第２号ロ関係

「 」 、法第９９条の２第４項第２号ロの 卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為 とは

卒業証明書等を偽造する行為、技能検定の職務に関し収賄する行為等の刑罰法令に触れる行為や

道路交通法施行規則第３４条に違反して技能検定をする行為等卒業証明書等の発行に関連する違

法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことについてその認識がなかった場合（例えば、免許

証の更新をせず、失効したことに気付かずに教習に従事した場合等）は、直ちに「不正な行為」

に該当することとはならない。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２２）

根 拠 条 項 ：第９９条の３第４項

処 分 の 概 要 ：教習指導員資格者証の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９９条の３第４項（教習指導員）

技能検定員審査等に関する規則第１２条（教習指導員審査の審査

方法等 、第１４条（教習指導員審査に合格した者等と同等以上の）

技能及び知識がある者と認める者としての認定 、第１５条（教習）

指導員資格者証の交付等）

審 査 基 準 ：教習指導員資格者証の交付の基準は、別紙のとおり

標 準 処 理 期 間 ：７日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（電話０４３－２７４－２０００）

備 考 ：



別紙

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という ）は、道路交通法（以下「法」という ）第９。 。

９条の３第４項の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。

１ 法第９９条の３第４項第１号ハ関係

法第９９条の３第４項第１号ハの「同等以上の技能及び知識を有すると認める者」の認定の基

準は、技能検定員審査等に関する規則第１４条に規定されているが、同条第１号の「技能試験に

関する事務に１年以上従事した者」とは、技能試験官として公安委員会の指定を受けて技能試験

に関する事務に１年以上従事した者又は他の試験事務（学科、適性、教習所の立会検査等）兼務

で技能試験に関する事務に１年以上従事した者をいい 「当該免許に係る教習についての指定を、

受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に３年以上従事した者」とは、警察本部の

教習所係として当該免許に係る教習指導の事務に従事した者等をいう 「１年以上」又は「３年。

以上」とあるのは、通算した年数とする。

法第９９条の３第４項第１号ハの認定は、教習指導員資格者証の交付申請が行われた際に併せ

て行われるものとする。

２ 法第９９条の３第４項第２号ハ関係

「 」 、法第９９条の２第４項第２号ロの 卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為 とは

道路交通法施行規則第３３条の教習の時間及び方法に関する基準に違反する行為（例えば、無資

格教習、教習時限の欠略、教習時限の時間短縮等）等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為

をいう。ただし、違法行為をしたことについてその者に認識がなかった場合（例えば、免許証の

更新をせず、失効したことに気付かずに教習に従事した場合等）は、直ちに「不正な行為」に該

当することとはならない。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２３）

根 拠 条 項 ：第１０１条第６項

処 分 の 概 要 ：免許証の更新（適性検査により判断する場合以外の場合）

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１）

条第１項（免許証の更新及び定期検査 、第１０１条の２の２第１）

項（更新の申請の特例 、第１０１条の３（更新を受けようとする）

者の義務 、第１０１条の４第１項から第３項まで（７０歳以上の）

者の特例）

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に

係る基準 、第３７条の６（免許証の更新を受けようとする者に対）

する講習を受ける必要がない者 、第３７条の６の２（免許証の更）

新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則第１条（講習の基準 、第２）

条（講習の基準）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日

警察署窓口受理は ６０日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者並

びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象者に

限る ）。

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２４）

根 拠 条 項 ：第１０１条の２第４項

処 分 の 概 要 ：更新期間前における免許証の更新（適性検査により判断する場合

以外の場合）

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第９２条の２第１項（免許証の有効期間 、第１０１）

条の２第１項（免許証の更新の特例 、第１０１条の３（更新を受）

けようとする者の義務 、第１０１条の４第１項から第３項まで（７）

０歳以上の者の特例）

道路交通法施行令第３３条の７（優良運転者及び違反運転者等に

係る基準 、第３７条の５（免許証の更新の特例）第３７条の６（免）

許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない

者 、第３７条の６の２（免許証の更新を受けようとする者に対す）

る講習を受ける必要がない者）

道路交通法施行規則第２９条（免許証の更新の申請等 、第２９）

条の２（免許証の更新の申請等）

運転免許に係る講習等に関する規則第１条（講習の基準 、第２）

条（講習の基準）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日

警察署窓口受理は ６０日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

警察署の交通課窓口（優良運転者講習対象者）

住所地を管轄する警察署の交通課窓口（一般運転者講習対象者並

びに一部地域の違反運転者講習対象者及び初回更新者講習対象者に

限る ）。

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２５）

根 拠 条 項 ：第１０４条の４第３項

処 分 の 概 要 ：申出による免許の付与

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０４条の４第１項及び第２項（申請による取消

し 、第１０７条第２項（免許証の返納等））

道路交通法施行令第３９条の２の３（申請による取消しの際に受

けることができる免許の種類 、第３９条の２の４（申請による取）

消しの基準）

道路交通法施行規則第３０条の９（取消しの申請等）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日

警察署窓口受理は １４日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２６）

根 拠 条 項 ：第１０４条の４第６項（第１０５条第２項において準用する場合

を含む ）。

処 分 の 概 要 ：運転経歴証明書の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０４条の４第１項 第２項 第５項及び第６項 申、 、 （

請による取消し 、第１０５条第２項（免許の失効））

道路交通法施行令第３９条の２の５（運転経歴証明書の交付 、）

第３９条の２の６（運転経歴証明書の交付）

道路交通法施行規則第３０条の１０（運転経歴証明書の交付の申

請の手続）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日

警察署窓口受理は １４日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：県外で申請取消しした方や県外住所のまま失効した方は、標準処

理期間が２１日です。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２７）

根 拠 条 項 ：第１０７条の７第３項

処 分 の 概 要 ：国外運転免許証の交付

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０７条の７第１項及び第２項（国外運転免許証の

交付）

道路交通法施行規則第３７条の８（国外運転免許証の交付 、第）

３７条の９（国外運転免許証交付申請書 、第３７条の１０（国外）

運転免許証で運転することができる自動車等の指定）

審 査 基 準 ：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間 ：１日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転免許課

電話０４３－２７４－２０００

備 考 ：



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名 ：道路交通法（５－２８）

根 拠 条 項 ：第１０８条の４第１項

処 分 の 概 要 ：指定講習機関の指定

原権者（委任先） ：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：道路交通法第１０８条の４第１項、第２項及び第３項（指定講習

機関）

指定講習機関に関する規則第１条（指定講習機関の指定 、第２）

条（指定の申請 、第５条（運転適性指導員 、第６条（取消処分者） ）

講習を行う指定講習機関の基準 、第７条（運転習熟指導員 、第８） ）

条（初心運転者講習を行う指定講習機関の基準 、第８条の２（若）

年運転者講習を行う指定講習機関の基準）

審 査 基 準 ：指定講習機関の指定の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：１４日

申 請 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

問 い 合 わ せ 先 ：交通部運転免許本部運転教育課

初心運転者講習係・取消処分者講習係

（０４３－２７４－２０００）

備 考 ：



別紙

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という ）は、道路交通法（以下「法」という ）第。 。

１０８条の４第１項各号に掲げる講習ごとに、同項各号に定める要件に該当すると認められるも

の を指定講習機関として指定する。

１ 法第１０８条の２第１項第２号に掲げる講習（以下「取消処分者講習」という ）。

(1) 運転適性指導員関係

取消処分者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件について

は、指定講習機関に関する規則（以下「規則」という ）第５条に規定されているが、このう。

ち、同条第４号の「運転適性指導に従事した経験の期間が３年以上の者」とは、自動車等の運

転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に３年以上従事した者を 同条第５号の 国、 「

家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人

的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定す

るもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修 ）をいう。」

、 「 」 、また 同号の 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査 とは

別添１に掲げる審査要領により行うものとする。

(2) 指定の基準関係

取消処分者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第６条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転適性指導員は、専ら取消処分者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、取消処分者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

、 「 」 、また 同条第３号の 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎 とは

指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるよう

な一定の経理的基盤をいう。

２ 法第１０８条の２第１項第１０号に掲げる講習（以下「初心運転者講習」という ）。

(1) 運転習熟指導員関係

初心運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転習熟指導員の要件について

は、規則第７条に規定されているが、このうち、同条第５号の「公安委員会が行う運転習熟指

導についての技能及び知識に関する審査」は、従事することとなる初心運転者講習の種類（準

中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許（原付免許を含む ）ごとに、別添２の左。）

欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の右欄に掲

げる審査方法等により行うものとする。審査を受けようとする者が過去６か月以内に審査細目

の一部に合格している場合は、合格に係る審査細目を免除するものとする。

また 「国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習」と、

は、物的、人的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委

員会が指定するもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転習熟指導員研修」）をいう。

(2) 指定の基準関係

初心運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第８条に規定されているが、同条

第１号に掲げる運転習熟指導員は、専ら初心運転者講習に従事する者である必要はなく、教習

業務その他の業務に従事している場合であっても、初心運転者講習を適正かつ確実に行い得れ

ばよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

同条第３号の「初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定

講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一

定の経理的基盤をいう。



３ 法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる講習（以下「若年運転者講習」という ）。

(1) 運転適性指導員関係

若年運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件について

は、指定講習機関に関する規則（以下「規則」という ）第５条に規定されているが、このう。

ち、同第４号の「運転適性指導に従事した経験の期間が３年以上の者」とは、自動車等の運転

に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に３年以上従事した者を、同条第５号の「国

家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人

的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定す

るもの（自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修 ）をいう。」

、 「 」 、また 同号の 公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査 とは

別添１に掲げる審査要領により行うものとする。

(2) 指定の基準関係

若年運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第８条の２に規定されているが、

同条第１号に掲げる運転適性指導員は、専ら若年運転者講習に従事する者である必要はなく、

教習業務その他の業務に従事している場合であっても、若年運転者講習を適正かつ確実に行い

得ればよい。同条第２号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。

、 「 」 、また 同条第３号の 若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎 とは

指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるよう

な一定の経理的基盤をいう。



別添１

１ 審査等の方針

取消処分者講習又は若年運転者講習（以下「講習」という ）を行う指定講習機。

関（以下単に「指定講習機関」という ）については、道路交通法第１０８条の４。

第１項第１号又は第３号の規定により、規則第５条各号の要件に該当する運転適性

指導員（以下単に「指導員」という ）が置かれていることが指定の要件となって。

おり、同条第５号において、公安委員会が行う審査に合格した者又は国家公安委員

会が指定する講習を終了した者であることが指導員の要件として定められている。

指定講習機関については、運転適性指導の内容の専門性、全国的な平準化の必要

性等に鑑み 国家公安委員会が指定した講習 自動車安全運転センターにおける 新、 （ 「

任運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員（一般）研修 ）を終了した」

者を指導員として置くことを原則として、指導員の育成を推進していくこととする

が、公安委員会が行う指導員の審査については、以下の要領に基づき実施するもの

とする。

２ 審査要領

(1) 審査対象

運転適性指導の内容の特殊性等に鑑み、審査は、原則として、次の各号のいず

れかに該当する者を対象として行うものとする。

ア 「性格等に関する運転適性検査の積極的な活用について（通達 （平成３１）」

年３月２７日付け警察庁丙運発第１１号ほか）に基づく運転適性検査・指導者

資格者証の交付を受け、講習の講習指導員として従事した経験のある者（従事

、 。）した期間が通算３年以上で 従事した期間から５年を経過していない者に限る

イ 停止処分者講習等の講習指導員として従事した経験のある者（従事した期間

が通算５年以上で、従事した期間から５年を経過していない者に限る ）で、。

新任運転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員（一般）研修と同程度の研

修を受け、運転適性指導についての十分な技能及び知識があると認められる者

(2) 審査方法

書面審査、実技審査及び面接審査を実施する。

ア 書面審査

書面により、審査対象としての適格性について、講習指導員として従事した

経験等の審査を行う。

イ 実技審査

実技により、運転適性検査器材による検査、二輪車及び四輪車の実車による

検査、運転シミュレーター操作による検査等運転適性指導に関する技能につい

て、指導員としての適性の審査を行う。

ウ 面接審査

面接により、人格、識見並びに運転適性指導に関する専門的知識及び指導能

力について、指導員としての適性の審査を行う。

(3) 合格の判定



(2)の審査により、公安委員会が、指導員として十分な技能及び知識を有する

と認めた者を合格とする。

(4) 合格証書の交付

審査に合格した者に対しては、別記様式の「運転適性指導員審査合格証書」を

交付するとともに、合格者名簿等に合格者の氏名等を記載しておく。

３ 審査実施上の留意事項等

(1) 計画的な審査

審査を受けようとする人員数や時期について必要な情報を把握した上で、年間

計画を策定するなどして計画的な審査を実施し、指導員の数が不足すること等の

ないよう努めること。

(2) 審査の申請

審査の申請は、原則として指定講習機関又は指定講習機関の指定を受けようと

する者を通じて、公安委員会が定める書式により行うように指導すること。

(3) 合格者に対する教養

、 、 。審査の合格者に対しては 講習の現状 内容等について必要な教養を行うこと

特に、講習指導員として従事した期間から３年以上経過している合格者に対し

ては 「新任運転適性指導員研修の終了者等に対する実務実習等について （平成、 」

３１年３月２２日警察庁丁運発第55号）に基づき実務実習を行うこと。

なお、若年運転者講習に限って従事する運転適性指導員は、上記実務実習を受

ける必要はない。



別記様式

適第 号

運転適性指導員審査合格証書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、指定講習機関に関する規則第５条第５号に

規定する都道府県公安委員会が行う運転適性指導につい

ての技能及び知識に関する審査に合格した者であること

を証する。

年 月 日

公安委員会 印

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別添２

運 転 習 熟 指 導 員 審 査 基 準

審査項目 審査細目 内容 審査方法等

運転習熟指導 １ 自動車の運転演習 受講者の運転演習に対し 「車両を技術的に正し 実技試験により行う、

についての技能 に関する観察力及び く正確に操作するいわゆる車両の熟知（制御）能 ものとし、その合格基準

指導要領 力 「さまざまな交通状況や道路標識等に対する は、90パーセント以上の」、

注意力及び法令遵守能力 「歩行者や自転車等他 成績であること。」、

の弱い立場の通行者に対する協力的な行動能力」

及び「危険な交通状況時や対向車がいるときの追

越し、側方通過時等の安全運転判断能力」

等について観察し、的確な矯正等の指導ができる

能力を有するかどうかについて審査する。

２ 危険回避に関する 運転中の危険予知、危険判断についての理解が

技能 でき、必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走

行（自動二輪車）の技能を有するかどうかについ

て審査する。

運転習熟指導 １ 自動車工学に関す 自動車の特性とその限界、ブレーキ性能及びタ 論文式、択一式、補

についての知識 る基礎的知識 イヤ性能等自動車工学に関する基礎的な知識を有 完式又は正誤式の筆記試

するかどうかについて審査する。 験により行うものとし、

その合格基準は、それぞ

れ パーセント以上の90

成績であること。

２ 集団討論技能に関 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領の 面接試験又は論文式の

する知識 知識を有するかどうかについて審査する。 筆記試験により行うもの

とし、その合格基準は、

３ 道路交通の場にお ( ) 道路交通の実態に応じた各種交通場面を模擬 それぞれ パーセント1 90

ける潜在的危険に対 （シミュレーション）し、かつ、各場面に潜在 以上の成績であること。

応した安全運転に関 する危険の予知・判断及び措置の知識を有する

する知識 かどうかについて審査する。

( ) 安全運転を実践できる態度（安全マインド）2
を身に付けさせる指導能力及び運転中における

気配り、運転マナー等の指導能力を有するかど

うかについて審査する。

備考

( ) 試験問題の出題数及び所要時間は、正誤式にあっては、おおむね５０問・３０分、択一式及び補1
完式にあっては、おおむね２０問・４０分、論文式にあっては、問題の内容程度にもよるが、６０

分の範囲で回答できる程度の数とすること。

( ) 審査の方法については、正誤式と択一式、論文式と正誤式、択一式と論文式というように併合に2
よることもできるものとする。
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審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－２９）

根 拠 条 項：第１０８条の３２の２第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等教育の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の２第１項（運転免許取得者等教

育の認定）

運転免許取得者等教育の認定に関する規則第１条（課程の区

分 、第２条（運転免許取得者等教育指導員 、第３条（設備 、） ） ）

第４条（課程の基準）及び第５条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等教育の認定の基準は、別紙１及び別紙２のと

おり。

標 準 処 理 期 間：１４日

申 請 先：交通部運転免許本部運転教育課

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：
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別紙１

１ 認定の審査について

（１）「交通安全教育指針に従つて行われるものであること」の審査

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第１０８条の

３２の２第１項第３号の「交通安全教育指針に従つて行われるもの」であるこ

とは、交通安全教育指針（平成１０年国家公安委員会告示第１５号。以下「指

針」という。）のうち、具体的には、指針「第１章 交通安全教育を行う者の基

本的な心構え」に示された事項及び指針第２章第５節「２ 免許取得後の交通安

全教育」に示された目的、内容及び配慮すべき事項に従って行われることを意味す

る。

このほか、運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成１２年国家公安委

員会規則第４号。以下「認定教育規則」という。）第１条第３号及び第４号に掲

げる課程にあっては、指針第２章「第６節 高齢者に対する交通安全教育」に示

された目的、内容及び配慮すべき事項に従って行われる必要がある。

また、いわゆる業務用自動車の運転者を対象として、認定教育規則第１条第８

号に掲げる課程等を行う場合にあっては、指針第２章第５節「３ 業務用自動車

運転者に対する交通安全教育」に示された目的、内容及び配慮すべき事項に従っ

て行われる必要がある。

したがって、法第１０８条の３２の２第１項第３号の「交通安全教育指針に

従つて行われるもの」であることの審査を行うに当たっては、認定教育規則第５

条第２項の規定により認定の申請書に添付しなければならないこととされている

書類を基に、認定を受けようとする運転免許取得者等教育の教育事項や教育方法

等が妥当なものかどうかについて審査すること。

（２）「課程の基準に適合するものであること」の審査

認定を受けようとする運転免許取得者等教育の課程が、認定教育規則第４条の

課程の基準に適合しているかどうかについては、認定の申請書に添付しなければ

ならないこととされている書類によって審査すること。

したがって、教育計画書には、教育事項ごとに、教育方法（使用する資器材

等）や教育時間を記載させるとともに、認定を受けようとする運転免許取得者等

教育の年間の実施回数等についても記載させること。また、教育時間について

は、全体の教育時間及びコース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教

育時間を明確に記載させること。

審査を行うに当たって留意すべき事項は、次のとおりである。

ア 教育事項

認定教育規則第４条第３項第１号の表の中欄に掲げる教育事項のうち、自動

車等の「運転について必要な技能及び知識」についての運転免許取得者等教育

には、自動車等の運転に必要な技能についての指導と知識についての指導を運
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転の実習と座学に分けて行うことはもとより、コース又は道路における自動車

等の運転の実習を通じて自動車等の運転に必要な知識についての指導を行う場

合についても、該当するものと認められる。

イ 教育時間

コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間（認定教育規

則第４条第１項第３号及び第３項第２号）には、実際に自動車等を運転させて

指導を行う前の事前説明や事後の指導、講評等の時間が含まれていても差し支

えない。

ウ その他

認定教育規則第１条第３号及び第６号に掲げる課程の基準に適合するもので

あることの審査については、別紙２に定めるところによる。

２ 終了証明書の交付

認定教育規則第１条第３号又は第６号に掲げる課程により行う運転免許取得者等

教育で法第１０８条の３２の２第１項の認定を受けたもの（以下「特定教育」とい

う。）を行う者が、特定教育を受けた者に対して行う終了証明書の交付については、

別紙２に定めるところによる。

また、特定教育以外の運転免許取得者等教育についても、認定を受けた者が独自

に終了証明書等を発行することは差し支えない。
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別紙２

１ 認定の審査

認定教育規則第１条第６号に掲げる課程（以下「更新時講習同等課程」とい

う。）又は同条第３号に掲げる課程（以下「高齢者講習同等課程」という。）の認

定の審査に当たっては、「運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定

２６号）第１の１（１）のほか、以下について留意すること。

（１）書類による審査

認定を受けようとする更新時講習同等課程又は高齢者講習同等課程が、認定

教育規第４条第１項又は第２項に規定する課程の基準に適合しているかどうか

については、認定教育規則第５条第２項の規定により同条第１項に規定する申

請書に添付しなければならないこととされている書類によって審査すること。

（２）教育計画書

認定教育規則第５条第２項第７号に規定する教育計画書については、以下の

事項が明記されているかどうかについて確認すること。

ア 認定教育規則第４条第１項第２号の表又は第２項第２号の表に掲げる教育

事項及び教育方法（使用する教材を含む。）

イ １回当たりの全体の教育時間及びコース若しくは道路における自動車等の運

転の実習に係る教育時間又は自動車等の運転について必要な適性に関する調査

でコース若しくは道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査

によるものに基づく指導に係る教育時間

ウ 年間の実施回数

エ その他必要な事項

（３）課程の基準の適合性

ア 更新時講習同等課程

認定の審査に当たっては、当該課程の内容が「更新時講習の運用について」

（平成２７年３月３０日付け警察庁丙運発第１２号）及び「更新時講習の運用

に関する細目について」（令和２年４月１日付け警察庁丁運発第５３号）に準

拠しており、更新時講習（道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第

４２号。以下「改正法」という。）による改正後の道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号。以下「法」という。）第１０８条の２第１項第１１号に掲げる

講習をいう。）と同等以上になっているかどうかについて判断すること。

イ 高齢者講習同等課程

認定の審査に当たっては、当該課程の内容が「高齢者講習の運用について」

（令和４年３月２日付け警察庁丙運発第８号。以下「高齢者講習運用通達」と

いう。）及び「高齢者講習の運用に関する細目について」（令和４年３月２日

付け警察庁丁運発第４８号）に準拠しており、高齢者講習（法第１０８条の２

第１項第１２号に掲げる講習をいう。）と同等以上になっているかどうかにつ
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いて判断すること。

（ア）この場合において、高齢者講習運用通達に定める「実車による指導」に相

当する教育事項については、次のいずれにも該当している必要があることに

留意すること。

ならし走行を含め、受講者１人当たり少なくとも２０分間行われること。

（イ）受講者１人当たりの走行時間（ならし走行を除く。）がおおむね１０分

間以上となるよう、１，２００メートル以上（ならし走行を除く。）走行さ

せて行われること。

ウ 指定の要件

認定教育規則第４条第２項第４号の「第１条第３号に掲げる課程に係る業務

を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者」に該当

するかどうかについては、別添に定める指定基準に基づき、判断すること。

２ 指定の申請等

（１）指定の申請

認定教育規則第４条第２項第４号の規定による指定（以下「指定」という。）

は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別

記様式第１号の指定申請書を提出することにより行わせること。

なお、別記様式第１号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定め

る指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。

（２）指定書の交付

指定は、別記様式第２号の指定書を交付して行うこと。

（３）指定の取消し

指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指

定を取り消したときは、別記様式第３号の指定取消通知書により通知すること。

なお、当該指定を取り消したときは、法第１０８条の３２の２第５項の規定に

よる認定の取消しを行うこと。

３ 終了証明書の交付

認定教育規則第８条の規定に基づき、更新時講習同等課程又は高齢者講習同等課

程により行う運転免許取得者等教育で法第１０８条の３２の２第１項の認定を受け

たもの（以下「特定教育」という。）を終了した者に対し、同規則第８条各号に定

める終了証明書を交付させること。
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別添

認定教育規則第４条第２項第４号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも

満たす者について行うものとする。

１ 高齢者講習同等課程の認定の申請書を提出していることその他同課程を開設する

見込みがあること。

２ 都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する高齢者講習若しくは特定任意高

齢者講習（法第108条の２第２項の規定による講習であって運転免許に係る講習等

に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第４号）第１条に定める基準に適合す

るものをいう。）又は都道府県公安委員会からの認定を受けた運転免許取得者等教

育又はこれらの講習若しくは教育に準ずるものに係る十分な活動実績を有している

こと。

３ 認定を受けようとする高齢者講習同等課程が、認定教育規則第４条第２項第２号

の表の上欄に掲げる教育事項以外の事項について行うものでないこと。

４ 教育計画書において高齢者講習同等課程に係る年間の実施回数のほか、毎月の実

施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該課程

における指導に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでな

いこと。

５ 教育計画書の内容に照らして、高齢者講習同等課程における指導に従事する運転

免許取得者等教育指導員並びに同課程における指導に用いるコース、建物その他の

設備及び自動車、運転適性検査器材その他の教材が十分に確保されていること。

６ 教育計画書で定める回数の高齢者講習同等課程を確実に実施することが見込まれ

ること。

７ 次のいずれにも該当しないこと。

（１）過去３年以内に委託講習（法第１０８条の２第３項の規定に基づき、都道府県

公安委員会からの委託を受けて実施する講習をいう。以下同じ。）に係る委託契

約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたこ

とがあること。

（２）委託講習の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等

で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める

実施回数と比べて著しく少ないこと（当該委託契約等で定める回数の委託講習を
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実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除

く。）。

（３）過去３年以内に、運転免許取得者等教育の認定の取消し（当該認定を受けた者

からの申出により行われたものを除く。）を受けたことがあること。

（４）高齢者講習同等課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められ

ない事由があること。
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別記様式第１号

指 定 申 請 書

年 月 日

千葉県公安委員会 様

住 所

申請者

氏 名

運転免許取得者等教育の認定に関する規則第４条第２項第４号の規定による同規則

第１条第３号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者としての

指定を受けたいので、申請します。

名 称

使用する施設

所在地

備 考

備考 １ 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



- 8 -

別記様式第２号

第 号

指 定 書

名 称

所 在 地

運転免許取得者等教育の認定に関する規則第４条第２項第４号の規定により、

同規則第１条第３号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる

者として指定する。

年 月 日

印千葉県公安委員会□

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



- 9 -

別記様式第３号

指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

住 所

殿

印千葉県公安委員会 □

下記の理由により、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第４条第２項第４号の規定

による指定を取り消したので通知する。

指 定 番 号

理 由

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



審 査 基 準

令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法（５－３０）

根 拠 条 項：第１０８条の３２の３第１項

処 分 の 概 要：運転免許取得者等検査の認定

原権者（委任先 ：千葉県公安委員会）

法 令 の 定 め：道路交通法第１０８条の３２の３第１項（運転免許取得者等検査

の認定）

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第１条（方法の区分 、）

第２条（運転免許取得者等検査員 、第３条（設備 、第４条（方法） ）

の基準）及び第６条（認定の申請）

審 査 基 準：運転免許取得者等検査の認定の基準は、別紙１及び別紙２のとお

り。

標準処理期間：１４日

申 請 先：交通部運転免許本部運転教育課

問い合わせ先：交通部運転免許本部運転教育課

教習所指導係（０４３－２７４－２０００）

備 考：



別紙１

１ 認定の審査

運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年国家公安委員会規則第８号。

以下「認定検査規則」という。）第１条第１号に掲げる方法により行う運転免許取

得者等検査（以下「認知機能検査同等方法」という。）の認定の審査に当たっては、

以下について留意すること。

（１）書類による審査

認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、認定検査規則第４条第１項に

規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第６条第

２項の規定により同条第１項に規定する申請書に添付しなければならないことと

されている書類（同条第２項第３号ロに掲げる書面を除く。）によって審査する

こと。

（２）検査計画書

認定検査規則第６条第２項第７号に規定する検査計画書については、以下の事

項が明記されているかどうかについて確認すること。

ア 検査方法（使用する器材を含む。）

イ 年間の実施回数

ウ その他必要な事項

（３）方法の基準の適合性

認定の審査に当たっては、当該検査の方法が「認知機能検査の運用について」

（令和４年３月２日付け警察庁丙運発第１０号。以下「認知機能検査運用通達」

という。）及び「認知機能検査の実施要領について」（令和４年３月２日付け警

察庁丁運発第４７号）に準拠しており、道路交通法の一部を改正する法律（令和

２年法律第４２号）による改正後の道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以

下「法」という。）第９７条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査と同等

以上になっているかどうかについて判断すること。

また、認定検査規則第４条第１項第４号の「第１条第１号に掲げる方法により

行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者とし

て都道府県公安委員会が指定する者」に該当するかどうかについては、別添に定

める指定基準に基づき、判断すること。

２ 指定の申請等

（１）指定の申請

認定検査規則第４条第１項第４号の規定による指定（以下「指定」という。）

は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別

記様式第１号の指定申請書を提出することにより行わせること。

なお、別記様式第１号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定め

る指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。



（２）指定書の交付

指定は、別記様式第２号の指定書を交付して行うこと。

（３）指定の取消し

指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指

定を取り消したときは、別記様式第３号の指定取消通知書により通知すること。

なお、当該指定を取り消したときは、法第１０８条の３２の３第２項において

準用する法第１０８条の３２の２第５項の規定による認定の取消しを行うこと。

３ 書類の交付

認定検査規則第９条の規定により、認定認知機能検査（同条に規定する認定認知

機能検査をいう。以下同じ。）を行う者は、認定認知機能検査を受けた者に対して、

同条第１号に定める書面を交付することとされているところ、当該書面の交付につ

いては、その者が受けた認定認知機能検査の結果に対応した別記様式第４号の認定

認知機能検査結果通知書を交付することにより行わせること。

なお、認定認知機能検査の結果は、受検者の重要な個人情報であることから、封

書に入れるなどして交付させること。



別添

認定検査規則第４条第１項第４号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも

満たす者について行うものとする。

１ 認知機能検査同等方法の認定の申請書を提出していることその他認知機能検査同

等方法を実施する見込みがあること。

２ 都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又はこれに準ずる

ものに係る十分な活動実績を有していること。

３ 認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、認知機能検査と同等の効果を生

じさせるために行う事項以外の事項について行うものでないこと。

４ 検査計画書において認知機能検査同等方法の年間の実施回数のほか、毎月の実施

回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該検査に

用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。

５ 検査計画書の内容に照らして、認知機能検査同等方法に従事する運転免許取得者

等検査員並びに同検査に用いる建物その他の設備及び器材が十分に確保されている

こと。

６ 検査計画書で定める回数の認知機能検査同等方法を確実に実施することが見込ま

れること。

７ 次のいずれにも該当しないこと。

（１）過去３年以内に委託検査（法第１０８条第１項の規定に基づき、都道府県公安

委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又は運転技能検査をいう。以下

同じ。）に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委

託契約を解除されたことがあること。

（２）委託検査の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等

で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める

実施回数と比べて著しく少ないこと（当該委託契約等で定める回数の委託検査を

実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除

く。）。

（３）過去３年以内に、運転免許取得者等検査の認定の取消し（当該認定を受けた者

からの申出により行われたものを除く。）を受けたことがあること。

（４）認知機能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れない事由があること。



別記様式第１号

指 定 申 請 書

年 月 日

千葉県公安委員会 様

住 所

申請者

氏 名

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条 第４号の規定による同
第１項
第２項

規則第１条 に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適
第１号
第２号

正かつ確実に行うことができる者としての指定を受けたいので、申請します。

名 称

使用する施設

所在地

備 考

備考 １ 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式第２号

第 号

指 定 書

名 称

所 在 地

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条 第４号の規定により、
第１項

第２項

同規則第１条 に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る
第１号
第２号

業務を適正かつ確実に行うことができる者として指定する。

年 月 日

印千葉県公安委員会□

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式３第号

指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

住 所

殿

印千葉県公安委員会□

第１項

第２項
下記の理由により、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条

第４号の規定による指定を取り消したので通知する。

指 定 番 号

理 由

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式第４号

認定認知機能検査結果通知書
に ん て い に ん ち き の う け ん さ け つ か つ う ち し よ

住 所
じゆう し よ

氏 名
し め い

生 年 月 日
せ い ね ん が つ ぴ

検査年月日 総合点 点
け ん さ ね ん が つ ぴ そ う ご う て ん て ん

（Ａ 点）検査場所
け ん さ ば し よ てん

（Ｂ 点）
てん

記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれが
き お く りよく は ん だ ん りよく ひ く に ん ち しよう

あります。

記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をし
き お くりよく は んだ んりよく て い か し んご う む し い ち じ ふ て い し い は ん

たり、進路変更の合図が遅れたりする傾向がみられます。
し ん ろ へ んこ う あ い ず お く け いこ う

今後の運転について十分注意するとともに 医師やご家族にご相談、
こ ん ご う んて ん じゆうぶ んちゆう い い し か ぞ く そ うだ ん

されることをお勧めします。
す す

（専門医による診断）を受け、又は医師また、臨時適性検査
り ん じ て きせ いけ ん さ せ んも ん い し んだ ん う ま た い し

の診断書を提出していただくお知らせが公安委員会からあり
し んだ んし よ て いしゆつ し こ うあ ん い い んか い

ます。

この の結果、認知症であることが判明したときは、運転免許診断
し んだ ん け つ か に ん ち しよう は んめ い う んて んめ んき よ

の取消し、停止という行政処分の対象となります。
と り け て い し ぎようせ いし よぶ ん た いしよう

運転免許証の更新手続の際は、この書面を必ず持参してください。
う ん て ん め ん き よ しよう こ う し ん て つづき さ い し よ め ん かなら じ さ ん

年 月 日

所在地
名 称
管理者 印



別記様式第４号

認定認知機能検査結果通知書
に ん て い に ん ち き の う け ん さ け つ か つ う ち し よ

住 所
じゆう し よ

氏 名
し め い

生 年 月 日
せ い ね ん が つ ぴ

検査年月日
け ん さ ね ん が つ ぴ

検 査 場 所
け ん さ ば し よ

「認知症のおそれがある」基準には該当しませんでした。
に ん ち しよう き じゆん が い と う

今回の結果は、記憶力、判断力の低下がないことを意味する
こ んか い け つ か き お くりよく は んだ んりよく て い か い み

ものではありません。

個人差はありますが、加齢により認知機能や身体機能が変化
こ じ ん さ か れ い に ん ち き の う し んた い き の う へ ん か

することから自分自身の状態を常に自覚してそれに応じた運転、 、
じ ぶ ん じ し ん じようた い つ ね じ か く お う う んて ん

をすることが大切です。
た いせ つ

記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反
き お くりよく は んだ んりよく て い か し んご う む し い ち じ ふ て い し い は ん

をしたり、進路変更の合図が遅れたりする傾向がみられますの
し ん ろ へ んこ う あ い ず お く け いこ う

で、今後の運転について十分注意してください。
こ ん ご う んて ん じゆうぶ んちゆう い

運転免許証の更新手続の際は、この書面を必ず持参してください。
う ん て ん め ん き よ しよう こ う し ん て つづき さ い し よ め ん かなら じ さ ん

年 月 日

所在地
名 称
管理者 印



別記様式第４号

（裏面）
り めん

認定認知機能検査の判定や計算等について
に ん て い に ん ち き の う け ん さ は ん て い け い さ ん と う

総合点による判定
そ うご うて ん は んて い

記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれがある。36点未満
て ん み ま ん き お くりよく は んだ んりよく ひ く に ん ち しよう

判定の基準となる点数 36点 は 認知機能検査の結果と認知症専門医（ ） 、
は んて い き じゆん て んす う て ん に ん ち き の うけ ん さ け つ か に ん ち しようせ んも ん い

による診断結果との関係を統計的に分析して定められたものです。
し んだ んけ つ か か んけ い と うけ いて き ぶ んせ き さ だ

認定認知機能検査は、あなたの記憶力、判断力の状況を簡易な検査に
に んて いに ん ち き の うけ ん さ き お くりよく は んだ んりよく じようきよう か ん い け ん さ

よって確認するもので、認知症の診断を行うものではありません。
か くに ん に ん ち しよう し んだ ん おこな

したがって、総合点が36点未満であったとしても、直ちに認知症である
そ うご うて ん て ん み ま ん た だ に ん ち しよう

ことを示すものではありません。また、36点以上であったとしても、必
し め て ん い じよう かなら

ずしも認知症でないことを示すものではありませんので、記憶力、判断力
に ん ち しよう し め き お くりよく は んだ んりよく

、 。に不安のある方は お近くの医療機関等で相談されることをお勧めします
ふ あ ん か た ち か い りよう き か んと う そ うだ ん す す

認知症のおそれがあるとされても、免許証の更新をすることはできます
に ん ち しよう め んき よしよう こ うし ん

し 直ちに免許が取り消されるわけではありません ただし 警察から連絡、 。 、
た だ め んき よ と け け いさ つ れ んら く

があり、医師の診断を受けることになります。
い し し んだ ん う

認知症と診断された場合は 免許が取り消され 又は停止されます 今回、 、 。
に ん ち しよう し んだ ん ば あ い め んき よ と け ま た て い し こ んか い

の検査の結果について、御質問のある方は、認定認知機能検査を行ったところ
けん さ けつ か ご しつもん かた にんていにん ち き のうけん さ おこな

やお住まいの都道府県警察の運転免許担当課までお問い合わせください。
す と ど う ふ け んけ いさ つ う んて んめ んき よた んと う か と あ

総合点の計算
そ うご うて ん け いさ ん

総合点は、次の計算式に当てはめて算出しています。
そ うご うて ん つ ぎ け いさ んし き あ さ んしゆつ

正しい回答が多くなるにつれて総合点が高くなります。
た だ か いと う お お そ うご うて ん た か

総合点 ＝ 2.499×Ａ＋1.336×Ｂ
そ うご うて ん

Ａは、記憶した16種類のイラストの名前が正しく回答されているかどう
き お く し ゆる い な ま え た だ か いと う

かについての点数です。正しく回答すると点数がつきます。
て んす う た だ か いと う て んす う

Ｂは「年 「月 「日 「曜日 「時刻」が正しく回答されているかど、 」、 」、 」、 」、
ね ん が つ ひ よ う び じ こ く た だ か いと う

うかについての点数です。正しく回答すると点数がつきます。
て んす う た だ か いと う て んす う



別紙２

１ 認定の審査

認定検査規則第１条第２号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査（以下

「運転技能検査同等方法」という。）の認定の審査に当たっては、以下について留

意すること。

（１）書類による審査

認定を受けようとする運転技能検査同等方法が、認定検査規則第４条第２項に

規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第６条第

２項の規定により同条第１項に規定する申請書に添付しなければならないことと

されている書類（同条第２項第３号イに掲げる書面を除く。）によって審査する

こと。

（２）検査計画書

認定検査規則第６条第２項第７号に規定する検査計画書については、以下の事

項が明記されているかどうかについて確認すること。

ア 検査方法（使用する器材を含む。）

イ 年間の実施回数

ウ その他必要な事項

（３）方法の基準の適合性

認定の審査に当たっては、当該検査の方法が「運転技能検査の運用について」

（令和４年３月２日付け警察庁丙運発第９号。以下「運転技能検査運用通達」と

いう。）及び「運転技能検査等実施要領の制定について」（令和４年３月２日付

け警察庁丁運発第５０号）に準拠しており、道路交通法の一部を改正する法律

（令和２年法律第４２号）による改正後の道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号。以下「法」という。）第９７条の２第１項第３号イに規定する運転技能検査

と同等以上になっているかどうかについて判断すること。

この場合において、当該検査の方法については、次のいずれにも該当している

必要があることに留意すること。

ア ならし走行を含め、受検者１人当たり少なくとも２０分間行われること。

イ 受検者１人当たりの走行時間（ならし走行を除く。）がおおむね１０分間以

上となるよう、１,２００メートル以上（ならし走行を除く。）走行させて行

われること。

また、認定検査規則第４条第２項第４号の「第１条第２号に掲げる方法により

行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者とし

て公安委員会が指定する者」に該当するかどうかについては、別添に定める指定

基準に基づき、判断すること。

２ 指定の申請等

（１）指定の申請



認定検査規則第４条第２項第４号の規定による指定（以下「指定」という。）

は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別

記様式第１号の指定申請書を提出することにより行わせること。

なお、別記様式第１号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定め

る指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。

（２）指定書の交付

指定は、別記様式第２号の指定書を交付して行うこと。

（３）指定の取消し

指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指

定を取り消したときは、別記様式第３号の指定取消通知書により通知すること。

なお、当該指定を取り消したときは、法第１０８条の３２の３第２項において

準用する法第１０８条の３２の２第５項の規定による認定の取消しを行うこと。

３ 書類の交付

認定検査規則第９条の規定により、認定運転技能検査（同条に規定する認定運転

技能検査をいう。以下同じ。）を行う者は、認定運転技能検査を受けた者に対して、

同条第２号に定める書面を交付することとされているところ、当該書面の交付につ

いては、別記様式第４号の認定運転技能検査受検結果証明書を交付することにより

行わせること。



別添

認定検査規則第４条第２項第４号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも

満たす者について行うものとする。

１ 運転技能検査同等方法の認定の申請書を提出していることその他運転技能検査同

等方法を実施する見込みがあること。

２ 都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する運転技能検査又はこれに準ずる

ものに係る十分な活動実績を有していること。

３ 認定を受けようとする運転技能検査同等方法が、運転技能検査と同等の効果を生

じさせるために行う事項以外の事項について行うものでないこと。

４ 検査計画書において運転技能検査同等方法の年間の実施回数のほか、毎月の実施

回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該検査に

用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。

５ 検査計画書の内容に照らして、運転技能検査同等方法に従事する運転免許取得者

等検査員並びに同検査に用いるコース、建物その他の設備及び自動車その他の器材

が十分に確保されていること。

６ 検査計画書で定める回数の運転技能検査同等方法を確実に実施することが見込ま

れること。

７ 次のいずれにも該当しないこと。

（１）過去３年以内に委託検査（法第１０８条第１項の規定に基づき、都道府県公安

委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又は運転技能検査をいう。以下

同じ。）に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委

託契約を解除されたことがあること。

（２）委託検査の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等

で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める

実施回数と比べて著しく少ないこと（当該委託契約等で定める回数の委託検査を

実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除

く。）。

（３）過去３年以内に、運転免許取得者等検査の認定の取消し（当該認定を受けた者

からの申出により行われたものを除く。）を受けたことがあること。

（４）運転技能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れない事由があること。



別記様式第１号

指 定 申 請 書

年 月 日

千葉県公安委員会 様

住 所

申請者

氏 名

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条 第４号の規定による同
第１項
第２項

規則第１条 に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適
第１号

第２号

正かつ確実に行うことができる者としての指定を受けたいので、申請します。

名 称

使用する施設

所在地

備 考

備考 １ 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の

所在地及び代表者の氏名を記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式第２号

第 号

指 定 書

名 称

所 在 地

運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条 第４号の規定により、
第１項
第２項

同規則第１条 に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る
第１号

第２号
業務を適正かつ確実に行うことができる者として指定する。

年 月 日

印千葉県公安委員会□

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式第３号

指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

住 所

殿

印千 葉 県 公 安 委 員 会 □

第１項

第２項
下記の理由により、運転免許取得者等検査の認定に関する規則第４条

第４号の規定による指定を取り消したので通知する。

指 定 番 号

理 由

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



別記様式第４号

第 号

認定運転技能検査受検結果証明書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日、 に

おいて、道路交通法第１０８条の３２の３第１項第３号ロに掲げる基準に適合する運転

免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの（認定運転技能検査）を受けた者で

あることを証明する。

認 定 運 転 技 能 検 査 の 結 果 点

□ 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、

又は受けている者

〈合格基準〉

・ 下記以外の運転免許 → ７０点以上

・ 大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 → ８０点以上

年 月 日

所在地

名 称

管理者 印

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。



審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－１）

根 拠 条 項：第１条第２項第１号

処 分 の 概 要：乳母車の確認

原権者（委任先）：警察署長

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：
道路交通法施行規則第１条第２項第１号に基づく確認に当たっては、申請に係る乳母車

の特定の方法による通行について、以下の事項を勘案して審査するものとする。
① 通行の経路が特定されていること。
② 申請に係る乳母車の大きさに照らして、おおむね当該経路（歩道等）が十分な幅員
を有しているなど、他の歩行者の通行を妨げるおそれがあるとまでは言えないこと。

③ 特定した経路中に見通しの悪い交差点等がある場合において、他の歩行者との衝突
等の危険を防ぐための適切な安全措置（乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意
しながら通行するなど）がとられていること。

④ その他、特定した経路、通行方法等について他の歩行者の通行を妨げると認められ
る特段の事情がないこと。

なお、上記検討を行うに当たっては、主な使用時間帯における当該経路の交通量を考慮
するものとする。

標 準 処 理 期 間：
５日（行政庁の休日は含まない。ただし、２以上の警察署の管轄にわたる場合は、７日

とする ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：



審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－２）

根 拠 条 項：第１条の５第２項

処 分 の 概 要：身体障害者用の車の確認

原権者（委任先）：警察署長

法 令 の 定 め：

審 査 基 準：

警察署長の確認が行われることとなる具体的例は、

○ 身体の障害により下肢が曲がらないため、それを支える器具を身体障害者用の車
に取り付ける必要が生じ、結果として長さの基準を超えてしまった場合

○ 頸椎に障害があり、頭部を支えるための枕を身体障害者用の車に取り付ける必要
が生じ、結果として高さの基準を超えてしまった場合

○ 一方の下肢は身体の障害により動かすことはできないが、他方の下肢は動かすこ
とはできる。その下肢を退化させないために長さの基準を超える足漕ぎ式人力併用
型の身体障害者用の車を使用する場合。

などである。

標 準 処 理 期 間：５日（行政庁の休日は含まない ）。

申 請 先：住所地を管轄する警察署の交通課

問 い 合 わ せ 先：警察署交通課

備 考：



審 査 基 準
令和５年４月１日作成

法 令 名：道路交通法施行規則（１３－３）

根 拠 条 項：第３０条の１３第１項

処 分 の 概 要：運転経歴証明書の再交付

原権者（委任先）：千葉県公安委員会

法 令 の 定 め：道路交通法施行規則第３０条の１３第２項（運転経歴証明書の再交付
の申請）

審 査 基 準：判断基準は「法令の定め」に尽くされている。

標 準 処 理 期 間：交通部運転免許本部運転免許課受理は １日
警察署窓口受理は １４日

申 請 先：交通部運転免許本部運転免許課
警察署の交通課窓口

問 い 合 わ せ 先：交通部運転免許本部運転免許課
電話０４３－２７４－２０００

備 考：県外からの転入と同時に申請の方は標準処理期間が２１日です。


